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はじめに 

 

２００６年度の「電気通信事業分野における競争状況の評価」（以下「競争評価」

という。）については、２００６年１０月１３日に「電気通信事業分野における競争

状況の評価に関する基本方針２００６～２００８」（以下「基本方針」という。）を、

同年１１月２７日に「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目２

００６」（以下「実施細目２００６」という。）を公表した。そして、この基本方針及

び実施細目２００６に基づき、需要者（利用者）及び供給者（事業者）からの情報収

集を行い、市場画定に関する検討を進めてきたところである。 

２００６年度の市場画定に当たっては、実施細目２００６に定めたとおり、「イン

ターネット接続領域」及び「法人向けネットワークサービス領域」を主な対象として

分析を行った。「移動体通信領域」及び「固定電話領域」については、原則として２

００４年度及び２００５年度の市場画定の結果を引き続き踏襲している。 

これらの市場画定に関する検討結果を踏まえ、「電気通信事業分野における市場画

定２００６ ～競争評価の対象となるインターネット接続領域、法人向けネットワー

クサービス領域等の市場の範囲について～」をここに公表するものである。なお、本

案については、２００７年２月２３日から３月２２日までの間、意見募集を行うとと

もに、複雑な市場構造を的確に分析するために、有識者により構成される「競争評価

アドバイザリーボード」（別添１）から、専門的知見に基づく助言を受けた。今回の

市場画定は、意見募集の結果や「競争評価アドバイザリーボード」における議論を踏

まえ、総務省の責任において決定するものである。 
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２００６年度の競争評価における市場画定の方針 

 

 ２００６年度の競争評価において、市場画定を実施するに当たり、既存の４領域（イ

ンターネット接続領域、法人向けネットワークサービス領域、固定電話領域及び移動体

通信領域を指す。）について、次のとおり、進めて行くこととする。 

 

（１）インターネット接続領域・法人向けネットワークサービス領域は、従来の市場

画定を抜本的に見直す。 

  インターネット接続領域・法人向けネットワークサービス領域は、２００３年度の

詳細な市場画定から３年が経過しており、 

  ・ インターネット接続領域では、ナローバンドからブロードバンドへの移行が進

むとともに、ブロードバンド内でのマイグレーション（ＡＤＳＬからＦＴＴＨへ

の移行）が進みつつある。 

  ・ 法人向けネットワークサービス領域では、新型ＷＡＮサービスの進展、中でも

インターネットＶＰＮの普及が顕著となりつつある。 

という市場の動向を踏まえ、従来の市場画定を見直すこととする。 

 

（２）固定電話領域・移動体通信領域は、原則として従来の市場画定を踏襲する。 

固定電話領域・移動体通信領域は、それぞれ２００４年度・２００５年度に詳細な

市場画定を行っており、インターネット接続領域・法人向けネットワークサービス領

域に比べて市場画定の見直しに直結する程の顕著な市場環境の変化が見られないこ

とから、基本的には、従来の市場画定を踏襲することとする。 
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（要 旨） 

 

○ 従来の市場画定では、ＤＵ・ＩＳＤＮ・ＡＤＳＬ・ＣＡＴＶ・ＦＴＴＨをそれ

ぞれ別市場として画定。ＩＳＰも単独の市場として画定。 

 

○ ２００６年度の市場画定では、ナローバンド（ＤＵ、ＩＳＤＮ）とブロードバ

ンド（ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨ）をそれぞれ独立の市場とし、さらに５つ

の各サービスを部分市場として画定。 

 

○ ＩＳＰについては、引き続き単独の市場として画定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅰ－１ 市場画定のための準備 

 

Ⅰ－１－１ ２００３年度の市場画定の概要 

 

インターネット接続領域の詳細な市場画定は、２００３年度の競争評価で実施してお

り、２００４年度・２００５年度の評価・分析では当該結果を引き続き採用している1。

                                                  
1  詳細については、総務省（２００４）「平成１５年度 電気通信事業分野における競争状況の

ブロードバンドブロードバンド《《１０地域１０地域》》ナローバンドナローバンド《《全国全国》》

ＦＴＴＨＦＴＴＨ
《《1010地域地域》》

ＣＡＴＶＣＡＴＶ
《《市町村市町村》》

ＡＤＳＬＡＤＳＬ
《《東西東西》》

ＤＵＤＵ
《《全国全国》》

ＩＳＤＮＩＳＤＮ
《《東西東西》》

低速 中速 高速 戸建戸建
住宅住宅

集合集合
住宅住宅

従
来
の
市
場
画
定

市
場
画
定
案

ナローバンド ブロードバンド

ＩＳＰＩＳＰ《《全国全国》》

画定市場画定市場 部分市場部分市場凡例：凡例：

ＣＡＴＶＣＡＴＶ
《《全国全国》》

ＡＤＳＬＡＤＳＬ
《《東西東西》》

ＤＵＤＵ
《《全国全国》》

ＩＳＤＮＩＳＤＮ
《《全国全国》》

戸建戸建
住宅住宅

集合集合
住宅住宅

ＩＳＰＩＳＰ《《全国全国》》

ＦＴＴＨＦＴＴＨ
《《1010地域地域》》

・・ＤＵＤＵ、ＩＳＤＮを別市場として画定。、ＩＳＤＮを別市場として画定。

・・ＡＤＳＬＡＤＳＬ、、ＣＡＴＶＣＡＴＶ、、ＦＴＴＨＦＴＴＨを各々別を各々別
市場として画定。市場として画定。

・ＦＴＴＨの戸建住宅・集合住宅を・ＦＴＴＨの戸建住宅・集合住宅を
別市場として画定。別市場として画定。

・・ISPISPについては、については、単独単独の市場としの市場とし
て画定。て画定。

・・ＤＵＤＵ、ＩＳＤＮをナローバンド市場と、ＩＳＤＮをナローバンド市場と
して画定して画定し、各サービスを部分市し、各サービスを部分市
場として画定。場として画定。

・・ＡＤＳＬＡＤＳＬ、、ＣＡＴＶＣＡＴＶ、、ＦＴＴＨＦＴＴＨをブローをブロー
ドバンド市場として画定ドバンド市場として画定し、各し、各
サービスを部分市場として画定。サービスを部分市場として画定。

・ＦＴＴＨの戸建住宅・集合住宅を・ＦＴＴＨの戸建住宅・集合住宅を
別市場として引き続き画定。別市場として引き続き画定。

・・ISPISPについては、については、引き続き単独引き続き単独のの
市場として画定。市場として画定。

《《地理的市場地理的市場》》

FWA

FWA
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２００３年度の市場画定では、個人利用者の需要動向の分析を起点に、次の順序で作業

を進めた。 

① 主要なサービス間の需要の代替性について、計量経済学的な分析を試行。 

② 分析結果を判断材料の一つとしながら、需要・供給の代替性等を分析して同一サ

ービスの外郭を決定し、サービス市場を画定。 

③ 各サービスにおける事業者の供給状況等を勘案して、地理的市場を画定。 

 

（１）サービス市場の画定 

サービス市場の画定に当たっては、ＳＳＮＩＰテスト2の概念を導入した。特に、

計量経済学的な分析手法として「離散選択モデル3」と呼ばれる手法を採用し、「入れ

子ロジットモデル4」と呼ばれるモデルに基づき利用者アンケート調査のデータ5から

分析対象となるサービスの需要の価格弾力性等を算出した。また、今後、用いる可能

性のある分析手法として、「コンジョイントモデル6」と呼ばれる手法も試行した。 

 

① サービス市場の一次接近 

分析のサンプルは、固定電話ダイヤルアップ（以下「ＤＵ」という。）、常時接続

ＩＳＤＮ（以下「ＩＳＤＮ」という。）、デジタル加入者回線（以下「ＡＤＳＬ」と

いう。）、ＣＡＴＶインターネット（以下「ＣＡＴＶ」という。）及び光ファイバ（以

下「ＦＴＴＨ」という。）の５つのインターネット接続回線サービスとした。ナロ

ーバンド（ＤＵ及びＩＳＤＮ）、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨの４つの選択肢

について、入れ子ロジットモデルを用い、モデルの妥当性を検討した結果、「（ナロ

ーバンド）vs.（ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨ）」の２段階の選択構造が も適合

度が高いことが判明した。即ち、インターネット接続領域は、ひとまずの大まかな

分類としてはナローバンドサービスとブロードバンドサービス（ＡＤＳＬ、ＣＡＴ
                                                                                                                                                                

評価」第２章を参照。 
2  「SSNIP テスト（仮想独占者テスト）」とは、“Small but Significant Non-transitory Increase 

in Price”の頭文字をとった略称。当該サービスの現在及び将来における唯一の売手で、価格規

制を受けず、利潤を極大化するような独占企業を仮想し、他のサービスの販売条件が一定と仮定

して、この企業が「小幅であるが有意かつ一時的でない価格引き上げ」（ＳＳＮＩＰ）により利

潤をあげうるサービス及びそれらが販売されている地域を市場として画定するという手法であ

る。詳細は、U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission[1992]§

１等を参照。また、基本方針３－３－１も参照。 
3 「離散選択分析」とは、利用者にとって代替的な複数の非連続的選択肢を予め設定し、現実の選

択結果に関するアンケート調査等から得られる個表データ等を利用して計量分析を行うことに

よって、各選択肢の価格弾力性等を推計する手法をいう。 
4  「入れ子型ロジットモデル」とは、第一段階の選択肢において利用者が大まかな財・サービス

のカテゴリを選択し、第二段階で個別具体的な財・サービスを選択しているという選択構造が推

定されるような多段階の選択を行う場合に適したモデルをいう。 
5  平成１５年１１月、総務省がＷＥＢ上で、個人利用者を対象としてアンケート調査を実施。 
6  「コンジョイントモデル」とは、「離散選択分析」と同様に利用者の選好を直接にアンケート

調査等で把握して分析を行う手法であるが、現実に存在する選択肢に限らず、仮想的な選択肢も

取り扱うことが可能な分析手法を言う。 
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Ｖ及びＦＴＴＨ）の２つに分けることが適当であるという結果が得られた。 

② サービス市場の二次接近 

次に、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨについて、各々の需要の価格弾力性を測

定した。その結果、ＡＤＳＬは約－０．３で非弾力的（独立性が高い）となったた

め、独立の市場として画定した。一方、ＣＡＴＶ・ＦＴＴＨはそれぞれ約－０．９・

約－１．１であり、ＣＡＴＶ・ＦＴＴＨを各々別市場として市場画定する有用な判

断材料とはならなかった7。 

ナローバンドサービスについては、ＩＳＤＮ利用者の中にはＡＤＳＬを利用でき

ないためＩＳＤＮを選択し、大容量のＷＥＢ閲覧や常時接続を享受している場合が

あることを考慮すると、ＤＵとＩＳＤＮとは代替性が高いサービスとは言えないた

め、ＤＵとＩＳＤＮを別市場として画定した。 

③ 低速・中速・高速のＡＤＳＬ 

ＡＤＳＬについては、名目速度に着目し、低速（１．５Ｍを中心）、中速（８～

１２Ｍを中心）及び高速（２４Ｍ以上）の３段階に分けて、入れ子ロジットモデル

等を用い、モデルの妥当性を検証した。その結果、「中速 vs.（低速、高速）」の２

段階の選択構造がもっとも適合度が高く、中速が も独立性が高いといえるものの、

各サービスを別々に市場として画定する程の材料とはならなかった。 

④ 供給の代替性 

さらに、供給の代替性に着目すると、ＤＵ、ＩＳＤＮ及びＡＤＳＬは既存の電話

のメタルの加入者回線を用いたサービスであるのに対し、ＣＡＴＶは主にＣＡＴＶ

の放送の伝送路（同軸ケーブル）を、ＦＴＴＨは光ファイバを用いたサービスであ

ることから、（ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ）とＣＡＴＶとＦＴＴＨとがそれぞれ代

替性の低い別々のサービスとみなすことが適当であると判断した。 

 

以上の①～④を踏まえ、ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨをそれ

ぞれ別市場として画定した8。また、ＦＴＴＨについては、戸建て住宅向けと集合住

宅向けで供給側のサービスの提供状況が大きく異なることから、それらをＦＴＴＨ市

場の部分市場として扱った。 

また、上記の５つのサービスは「インターネット接続回線サービス」を提供するも

のであり、いわゆるＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）が提供する「イ

                                                  
7  需要の価格弾力性は、一般に絶対値で１を上回ると弾力的、逆に１を下回ると非弾力的と判断

される。 
8  ブロードバンド・インターネットに関する市場画定については、２００３年度の分析の他に、

公正取引委員会競争政策研究センターにおいても分析が行われている。岡田・大橋・野口・砂田

[２００６b]では、混合型（ミックスド）・ロジット・モデル分析による自己価格弾力性の測定

等の結果、「『ブロードバンド・アクセス』市場の競争評価を行う場合には、FTTH のみに限定

するのは適切ではなく、またインターネット・アクセス市場全体を対象とすることも適切ではな

く、FTTH およびＡＤＳＬ（H）という『高速ブロードバンド・アクセス』という市場を定義し

て競争評価の対象とすべき」とされている。 
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ンターネッ接続サービス」は機能や効用が異なり、これらのサービスを別々に購入す

るケースも少なくないことから、ＩＳＰを独立の市場として画定した。ただし、デー

タの利用可能性等の点から限定的な分析にとどめている。 

なお、固定無線アクセス（ＦＷＡ）については、ブロードバンドサービスの選択肢

の一つになり得るが、利用者数が著しく少ないため、市場画定においては特に考慮し

ていない。 

 

（２）地理的市場の画定 

地理的市場については、選択可能な事業者の間での競争状況の差異を踏まえ、代表

的な事業者の業務区域を参考に画定した。即ち、ＤＵはＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本

（以下「ＮＴＴ東西」という。）の独占的なサービスであることから全国、ＩＳＤＮ

及びＡＤＳＬはＮＴＴ東西とＢＢテクノロジー等の競争事業者の競争状況が主な関

心事項であることから東日本・西日本の別、ＣＡＴＶはＣＡＴＶ事業者の各業務区域

内でほぼ独占的なサービスであることから市町村（区）単位、ＦＴＴＨはＮＴＴ東西

と電力系事業者の競争状況が主な関心事項であることから関東・近畿等の地域ブロッ

ク（計１０地域）とした。 

 

以上、インターネット接続領域における主なサービス市場・地理的市場の画定を図

示すると、図表Ⅰ－１のとおりとなる。 

 

図表Ⅰ―１  インターネット接続領域の市場画定（２ ０ ０ ３ 年度） 

 

Ⅰ－１－２ 市場画定の対象となるサービスの概要 

インターネット接続領域における市場画定を見直すに当たり、本領域における各サー

ビスを再確認すると、インターネットへの接続を可能とする回線を提供する「インター

ネット接続回線サービス」とインターネットへの接続を実際に提供する「インターネッ

ト接続サービス」が存在する。前者は、図表Ⅰ－２に示すとおり、ナローバンドとして

ＤＵとＩＳＤＮ、ブロードバンドとしてＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨ、ＦＷＡの計６

ナローバンド
戸建て住宅集合住宅

部分市場

※

ブロードバンド

独立した市場

ISP
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種類のサービスが提供されている。また、後者は、ＩＳＰが提供する各種サービスであ

り、「インターネット接続回線サービス」と一体的に提供される場合もあるが、これら

のサービスは機能や効用の面で異なり、別々に購入する利用者も多数存在することから、

両者を峻別して市場画定を行うことが必要である。 

 以下の市場画定においては、これらのサービス区分を 小単位として、サービス間の

代替性等に関する分析を進めることとする。ただし、ＦＷＡについては、２００３年度

の時点と同様に利用者数が著しく少ないため（Ⅰ－１－４（２）を参照）、市場画定に

おいては特に考慮しないこととする。 

 

図表Ⅰ－２  インターネット接続領域におけるサービスの概要 

 

Ⅰ－１－３ 実施細目２００６に定めた方針の反映 

実施細目２００６「４－２ インターネット接続領域の市場画定 (2)その後の環境

変化」に定めたインターネット接続領域の市場画定に関する環境変化を反映させる。 

 

（１）２００５年度のマイグレーション分析の結果を踏まえる。 

２００５年度競争評価では、ナローバンドからブロードバンド及びブロードバンド

内でのマイグレーション（ＡＤＳＬからＦＴＴＨへの移行）が進む中で、消費者がど

のような基準でＦＴＴＨを選択しているか、また、このような消費者選択の傾向を受

け、市場がどのように変化・発展しているかを分析した。 

分析の結果によると、ＦＴＴＨの純増数が急増する中で、特にＡＤＳＬからＦＴＴ

Ｈへの移行が本格化し、消費者がＦＴＴＨをブロードバンドサービスの主たる選択肢

として意識するようになっていることが明らかであるため、今回の市場画定でもその

結果を踏まえることとする。 

 

（２）通信・放送の融合／連携等、ブロードバンドの市場環境の変化を踏まえる。 

・有線ではなく、無線による・有線ではなく、無線による

サービスサービス
44～～55千円千円1010～～100Mbps100Mbps無線による加入者系データ通信無線による加入者系データ通信

サービスサービス
ＦＷＡＦＷＡ（無線アクセス）（無線アクセス）

・超高速・超高速

・戸建て住宅に比べ廉価・戸建て住宅に比べ廉価

・超高速・超高速

・・ＣＡＴＶＣＡＴＶと一体と一体

・高速・高速

・高速・高速

・既存の電話線を利用・既存の電話線を利用

・定額制・定額制

・低料金・低料金

・従量制・従量制

・低料金・低料金

特特 徴徴

44～～55千円千円

55～～66千円千円

44～～55千円千円

33～～44千円千円

約約3  3  千円千円

（固定電話料金（固定電話料金
に依存）に依存）

価格帯価格帯

5050～～100Mbps100Mbps

10Mbps10Mbps

11～～50Mbps50Mbps

6464～～128kbps128kbps

56kbps56kbps
平均名目速度平均名目速度

光ファイバによる家庭向けのデータ光ファイバによる家庭向けのデータ
通信サービス通信サービスによる接続。利用者による接続。利用者
宅の居住形態によって、戸建て住宅の居住形態によって、戸建て住
宅向けと集合住宅向けに区分。宅向けと集合住宅向けに区分。

テレビの有線放送サービステレビの有線放送サービスの回線の回線
を通じての接続。を通じての接続。

電話線を使い高速なデータ通信を電話線を使い高速なデータ通信を
行なう技術行なう技術xDSLxDSLのうち、上り下りのうち、上り下り

の速度が非対称な通信回線によるの速度が非対称な通信回線による

接続。接続。

電話や電話やFAXFAX、データ通信を統合し、データ通信を統合し

て扱うデジタル通信網て扱うデジタル通信網による接続。による接続。

電話回線やＩＳＤＮ回線などの公衆電話回線やＩＳＤＮ回線などの公衆
回線回線を通じての接続。を通じての接続。

概概 要要

集合住宅集合住宅

ＦＴＴＨＦＴＴＨ

ＣＡＴＶＣＡＴＶ

（ＣＡＴＶインターネット）（ＣＡＴＶインターネット）

ＡＤＳＬＡＤＳＬ

ＩＳＤＮＩＳＤＮ（常時接続ＩＳＤＮ）（常時接続ＩＳＤＮ）

ＤＵＤＵ（ダイヤルアップ）（ダイヤルアップ）ＮＢＮＢ

（ナロー（ナロー
バンド）バンド）

戸建て住宅戸建て住宅

低速（～低速（～1.5M1.5M））

中速（中速（88～～1212Ｍ）Ｍ）

高速（高速（24M24M～）～）

ＢＢＢＢ

（ブロード（ブロード
バンド）バンド）

サービス区分サービス区分

・有線ではなく、無線による・有線ではなく、無線による

サービスサービス
44～～55千円千円1010～～100Mbps100Mbps無線による加入者系データ通信無線による加入者系データ通信

サービスサービス
ＦＷＡＦＷＡ（無線アクセス）（無線アクセス）

・超高速・超高速

・戸建て住宅に比べ廉価・戸建て住宅に比べ廉価

・超高速・超高速

・・ＣＡＴＶＣＡＴＶと一体と一体

・高速・高速

・高速・高速

・既存の電話線を利用・既存の電話線を利用

・定額制・定額制

・低料金・低料金

・従量制・従量制

・低料金・低料金

特特 徴徴

44～～55千円千円

55～～66千円千円

44～～55千円千円

33～～44千円千円

約約3  3  千円千円

（固定電話料金（固定電話料金
に依存）に依存）

価格帯価格帯

5050～～100Mbps100Mbps

10Mbps10Mbps

11～～50Mbps50Mbps

6464～～128kbps128kbps

56kbps56kbps
平均名目速度平均名目速度

光ファイバによる家庭向けのデータ光ファイバによる家庭向けのデータ
通信サービス通信サービスによる接続。利用者による接続。利用者
宅の居住形態によって、戸建て住宅の居住形態によって、戸建て住
宅向けと集合住宅向けに区分。宅向けと集合住宅向けに区分。

テレビの有線放送サービステレビの有線放送サービスの回線の回線
を通じての接続。を通じての接続。

電話線を使い高速なデータ通信を電話線を使い高速なデータ通信を
行なう技術行なう技術xDSLxDSLのうち、上り下りのうち、上り下り

の速度が非対称な通信回線によるの速度が非対称な通信回線による

接続。接続。

電話や電話やFAXFAX、データ通信を統合し、データ通信を統合し

て扱うデジタル通信網て扱うデジタル通信網による接続。による接続。

電話回線やＩＳＤＮ回線などの公衆電話回線やＩＳＤＮ回線などの公衆
回線回線を通じての接続。を通じての接続。

概概 要要

集合住宅集合住宅

ＦＴＴＨＦＴＴＨ

ＣＡＴＶＣＡＴＶ

（ＣＡＴＶインターネット）（ＣＡＴＶインターネット）

ＡＤＳＬＡＤＳＬ

ＩＳＤＮＩＳＤＮ（常時接続ＩＳＤＮ）（常時接続ＩＳＤＮ）

ＤＵＤＵ（ダイヤルアップ）（ダイヤルアップ）ＮＢＮＢ

（ナロー（ナロー
バンド）バンド）

戸建て住宅戸建て住宅

低速（～低速（～1.5M1.5M））

中速（中速（88～～1212Ｍ）Ｍ）

高速（高速（24M24M～）～）

ＢＢＢＢ

（ブロード（ブロード
バンド）バンド）

サービス区分サービス区分
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通信・放送の融合の進展等により、ブロードバンドの市場環境はコンテンツ･アプ

リケーションの面でも大きく変化しつつある。したがって、２００３年度に行った市

場画定を引き続き維持すべきか否かについて、インターネットを通じた映像配信サー

ビス等の各利用者のコンテンツ・アプリケーションの利用動向等も考慮して、市場画

定の検討を行うこととする。 

 

（３）ブロードバンドサービスを中心に価格弾力性を算出。 

需要側及び供給側からアンケート等によって入手した情報を基に、需要の代替性等

に関して分析を行い、ＳＳＮＩＰテストの概念を用いて、市場画定について再検討す

る。特に、インターネット接続領域における需要の代替性に関しては、２００３年度

の分析と同様に、離散選択モデル等による計量分析の結果を補完的に利用する。具体

的には、個人利用者向けアンケート調査から得られたデータ等から、ブロードバンド

サービスを中心に需要の価格弾力性等を算出する。この分析結果を踏まえ、ＡＤＳＬ、

ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨ等がそれぞれ一つの独立したサービス市場か否か判断するための

一助とする。 

 

Ⅰ－１－４ 各サービスの動向 

（１）ナローバンドの利用状況は低下傾向 

ナローバンドについては、固定電話と回線を共有していることが一般的であり、そ

の利用状況（契約数、通信量等）を正確に把握することは困難である。ただし、総務

省が毎年実施している通信利用動向調査に基づき、図表Ⅰ－３のとおりブロードバン

ド・ナローバンドの利用者数の推計値の推移が把握可能であり、それによると、ブロ

ードバンドと比較して、ナローバンドの利用者数は低下傾向にある。 

 

図表Ⅰ－３  自宅でのパソコンによるインターネット接続回線 

                        出典：総務省 通信利用動向調査 

 

（２）ブロードバンドの利用状況は上昇傾向 
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ブロードバンドにおいては、電気通信事業報告規則（昭和６３年郵政省令第４６号）

による各事業者からの報告をもとに総務省が四半期ごとに契約者数を公表しており、

図表Ⅰ－４のとおり、全体として契約者数は増加傾向が続いている。そのうち、ＡＤ

ＳＬは約５～６割を占めブロードバンドの主要サービスとなっているが、 近では減

少に転じている一方、ＦＴＴＨが大きく伸張しＡＤＳＬの約１／３に達している。 

 

図表Ⅰ－４ ブロードバンドの契約数 

出典：総務省資料 

 

（３）ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションが伸張 

２００５年度の競争評価でも明らかになった通り、ナローバンドからブロードバン

ド及びブロードバンド内でのマイグレーションが進んでいるが、特にＡＤＳＬからＦ

ＴＴＨへの移行が大きな比率を占めている。図表Ⅰ－５のとおり、ＦＴＴＨの純増数

が急増する一方で、ＡＤＳＬは純減に転じる状況となっており、ブロードバンドサー

ビスの世代交代が進みつつあるといえる。 

 

図表Ⅰ－５  ブロードバンドにおけるマイグレーションの動向 

                         出典：総務省資料 
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Ⅰ－２ インターネット接続領域のサービス市場の画定 

 

Ⅰ－２－１ サービス市場画定の論点 

インターネット接続領域のサービス市場の画定を行うに当たっては、２００３年度に

行った市場画定の各サービス区分を起点として、その同一性を検討する。その際、以下

の点に留意しながら進めることとする。 

 

（１）ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨの各サービスの同一性の有

無を検討 

「分析の起点とする 小単位のサービスとその周辺のサービスが同一とみなされ

るなら一つに括り合わせていくという考え方がサービス市場の画定の基本」（基本方

針３－１（３））であることを踏まえ、利用者がインターネット利用に当たって選択

可能なＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨの５つのサービスを 小単

位のサービスとして、その同一性の有無を検討し、サービス市場を画定することとす

る。 

５つのサービスを検討する際、基本方針３－３を踏まえ、主として需要の代替性と

供給の代替性を分析する。また、需要の代替性については、２００５年度の固定電話

領域における市場画定にならい、 

① 各サービスのインターネットに求める機能はどうなっているか 

② 各サービスの選択理由はどうなっているか 

③ 各サービスの選択時の比較対象となっているか 

④ 各サービスの今後の変更先の希望サービスとなっているか 

⑤ 各サービスの価格弾力性（の推計値）はどうなっているか 

を判断要素とする。このうち、価格弾力性の推計値については、計量経済学の手法を

用いた定量分析を行うこととし、それ以外については、その利用動向をもとに定性的

に分析することとする。 

なお、５つのサービスの同一性の検討に当たっては、特に、次の論点１～３に留意

することとする。 

 

論点 1：ＤＵとＩＳＤＮは、ナローバンド市場として一つの市場となりうるか 

２００３年度の市場画定では、ＩＳＤＮをＡＤＳＬ等のブロードバンドを利用

できない場合の代替手段の一つとして捉えＤＵとは性格の異なるものと判断し、

各々別市場として扱った。しかし、コンテンツの大容量化等に伴い、ナローバン

ドとブロードバンドの差異が明確となりつつある状況を踏まえ、ナローバンドと

して一つの市場と画定すべきかについて、検討を行う。 
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論点２：ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨは、ブロードバンド市場として一つの市場

となりうるか 

２００３年度の市場画定では、ブロードバンドにおいて、利用者調査に基づく各

サービスの需要の代替性や供給構造に着目した供給の代替性を検討することによ

り、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨを別市場と判断した。しかし、近年のブロード

バンドの急速な普及やＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションの進展等を踏

まえ、ブロードバンドとして一つの市場と括るべきかについて、検討を行う。 

 

論点３：ナローバンドとブロードバンドは、まとめて一つの市場となりうるか 

ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨの各サービスの需要や供給の代

替性を分析することにより、これらのサービスをまとめて、例えば「インターネッ

ト接続回線サービス市場」として一つの市場を画定すべきかについて、検討を行う。 

 

（２）戸建て住宅向けサービスと集合住宅向けサービスの同一性の有無を検討 

２００３年度の市場画定では、供給構造の差異を踏まえ、ＦＴＴＨ市場を戸建て住

宅向けサービス・集合住宅向けサービスの別に部分市場として画定したが、今回の市

場画定においてもこの部分市場を維持すべきかについて、検討を行う。 

 

（３）ＩＳＰサービスの独立性を検討 

２００３年度の市場画定では、ＩＳＰについて「インターネット接続回線」を提供

するサービスとは別に「インターネット接続サービス」として独立の市場を画定した

が、今回の市場画定においてもこの市場を維持すべきかについて、検討を行う。 

 

Ⅰ－２－２ ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨの各サービスの独立性 

（１）需要の代替性 

ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨの各サービスについて、下記の

５つの判断要素をもとに需要の代替性に関する検討を行う。分析に当たっては、ＷＥ

Ｂ調査9の結果を基に行う。 

 

① 各サービスに求める機能 

図表Ⅰ－６は、利用者が各インターネット接続回線サービスに求める機能を尋ね

たものである。各サービスともに、インターネット利用における基本的な機能であ

ると考えられるメール、ＷＥＢ閲覧、ショッピング、金融取引においてはＤＵにお

ける一部の回答を除きほぼ同様の傾向が認められる。しかし、一方で、０５０－Ｉ

                                                  
9  詳細は、Ⅴ－３（１）を参照。 
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Ｐ電話におけるＡＤＳＬ、０ＡＢＪ－ＩＰ電話におけるＦＴＴＨ、映像配信サービ

スにおけるＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨに見られるように、サービス毎に固有

の特徴的な機能も認められる傾向にある。したがって、各サービスともにインター

ネット利用の基本的な機能においては一定の同一性がある一方で、電話や映像配信

等の高度な機能についてはブロードバンドの各サービスの需要に差異が存在して

いると考えられる。 

図表Ⅰ－６  各サービスに求める機能（複数選択） 

                       出典：ブロードバンドＷＥＢ調査 

 

② 各サービスの選択理由 

図表Ⅰ－７は、利用者が各インターネット接続回線サービスを選択した主な理由

を尋ねたものである。なお、設問では、選択理由の選択肢から上位３つを選択する

こととなっており、それらの合計を図示したものである。 

全般的な傾向としては、ブロードバンドの各サービスについて常時接続や通信速

度が、ナローバンドの各サービスについて利用料金や導入の容易性が、それぞれ主

な選択理由として挙げられており、ナローバンド・ブロードバンドのそれぞれにお

いて、一定の同一性が認められる。一方、ＩＳＤＮにおける常時接続、ＣＡＴＶに

おけるＣＡＴＶ視聴、ＡＤＳＬにおける料金のように、各サービスに特徴的な選択

理由も観察され、ナローバンド・ブロードバンドの区分を超えた各サービスに固有

の独立性も見受けられる。 
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図表Ⅰ－７  各サービスの主な選択理由（３ つ選択） 

                          出典：ブロードバンドＷＥＢ調査 

 

 ③ サービス間の比較検討 

   図表Ⅰ－８－１は、インターネット接続回線のサービス選択時における他のサー

ビスとの比較検討の有無を尋ねたものであり、図表Ⅰ－８－２は、「比較検討した」

との回答について比較検討先のサービス（複数回答）を示したものである。 

   まず、比較検討の有無でみると、各サービスに共通して約半数が比較検討を行っ

ている。また、比較検討したサービスをみると、各サービスに共通してＡＤＳＬ、

ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨが有力な比較検討した対象となっており、ブロードバンドの各

サービスを中心に需要の代替性が高まりつつある状況が示唆される。なお、特にＤ

Ｕについては、ＩＳＤＮも有力な比較検討先となっていることが特徴的である。 

 

表Ⅰ－８ ―１  選択時における他のサービスとの比較検討の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    出典：ブロードバンドＷＥＢ調査 
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図表Ⅰ－８ ―２  選択時の他のサービスを比較検討した割合（複数回答） 

                    出典：ブロードバンドＷＥＢ調査 

 

 ④ 変更希望先サービス 

   図表Ⅰ－９は、利用者の他のサービスへの変更希望の有無と、変更する場合の変

更希望先のサービス（単一回答）を尋ねたものである。ＤＵとＩＳＤＮは半数超、

ＡＤＳＬは４割強、ＣＡＴＶは３割弱が変更を希望している一方で、ＦＴＴＨはほ

とんどが変更を希望していない。各サービスに共通して変更希望先は圧倒的にＦＴ

ＴＨが多いが、ＤＵとＩＳＤＮについてはＡＤＳＬも２割程度の変更希望がある。

即ち、ナローバンドはブロードバンドの中でも特にＡＤＳＬ及びＦＴＴＨによる需

要の代替性が高く、ブロードバンドの中ではＦＴＴＨによる需要の代替性が高い。

このように、ナローバンドやブロードバンドにおけるマイグレーションは、ＦＴＴ

Ｈを終着点として進むという構図になっていると考えられる。 

 

図表Ⅰ－９  各サービスを変更する場合の希望サービス（単一回答） 

                    出典：ブロードバンドＷＥＢ調査 
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 ⑤ 価格弾力性の推計値 

   以上の定性分析に加え、京都大学依田高典研究室の協力を得て、離散選択分析と

呼ばれる計量経済分析により、ブロードバンドの各サービスにおける自己価格弾力

性の推計を補完的に行うこととした。 

   離散選択分析は、利用者にとっての代替的な複数の選択肢を予め設定し、個人向

けアンケート調査から得られる個表データ等を利用して計量分析を行うことによ

って、各選択肢の価格弾力性等を推計する手法である。この手法は、前提条件や説

明変数など検証すべき点が多く、実証データに基づく推計結果を直接の根拠として

採用するには限界がある10。しかし、消費者の選択行動から顕示される傾向を定量

的に把握し、需要の価格弾力性の傾向を導出して市場画定の参考とすることに一定

の意義が認められるものである。 

   詳細は別添２にまとめたが、ブロードバンド回線の選択肢に関する需要の価格弾

力性の推計結果の概要は、図表Ⅰ－１０のとおりである。 

 

図表Ⅰ－１ ０  ブロードバンドにおける需要の価格弾力性の推定値とその推移 

 

   自己価格弾力性の推定値は、一般に絶対値で１を下回るとそのサービスは非弾力

的、１を上回ると弾力的とされ、値が小さいほどサービスの独立性が高く、値が大

きいほど逆に他のサービスとの同一性が高いと判断される。推計結果によれば、絶

対値でＡＤＳＬが０．７６３、ＣＡＴＶが３．１４６、ＦＴＴＨが２．３７２とな

った。したがって、ブロードバンドの各サービスの中でも、ＡＤＳＬには一定の独

                                                  
10   需要の価格弾力性の計測に当たって使用するデータには、表明選好（stated preference）と

顕示選好（revealed preference）の２種類が考えられる。ともに長所・短所があるため、今後

も、適切なデータの利用方法について、引き続き検討を行うこととする。 
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立性が認められ、ＣＡＴＶ・ＦＴＴＨは他との代替性が高いこととなる。図表Ⅰ－

１０には、２００３年度からの推計値の推移も示したが、２００６年度の推計結果

は、３サービスともに大きく弾力的な方向へシフトしており、ブロードバンドの各

サービス間の代替性が近年急速に高まっていく傾向にあると言える11。 

 

（２）供給の代替性 

  生産設備に重要な変更を加えずにサービス供給が可能な能力と意欲を備えた事業

者が存在する場合、それらの市場は供給の代替性が高いものと判断される。このよう

な観点から、インターネット接続回線の各サービスにおける加入者回線をみると、図

表Ⅰ－１１のとおり、ＤＵ、ＩＳＤＮ及びＡＤＳＬは既存の電話網のメタル回線、Ｆ

ＴＴＨは新規に敷設される光ファイバ回線、ＣＡＴＶはＣＡＴＶの伝送路となる同軸

ケーブルとなっており、供給構造が大きく異なる。 

  したがって、ＤＵ、ＩＳＤＮ及びＡＤＳＬについては互いに供給の代替性が高いが、

ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨについては供給の代替性が低いと一般的には判断される。ただ

し、ＣＡＴＶやＦＴＴＨのサービスを提供している事業者の中には、不可欠設備であ

るＮＴＴ東西の加入者回線部分に関する接続制度（第一種指定電気通信設備制度）を

活用して、自ら加入者回線網を構築することなく、ＤＵ、ＩＳＤＮ又はＡＤＳＬのサ

ービスも併せて提供している事業者も少なくないため、このような制度の下では、Ｄ

Ｕ、ＩＳＤＮ及びＡＤＳＬとＣＡＴＶ・ＦＴＴＨとの間での供給の代替性は必ずしも

低いとは言えない。 

図表Ⅰ－１ １  加入者回線の相違 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
11 ２００３年度の推定値は、２００３年度市場画定で用いた入れ子ロジットモデル。２００５年

度の推定値は、２００５年度評価結果で行ったブロードバンドのマイグレーション分析に用いた

ミックスド・ロジットモデル。２００６年度の推定値は、今年度の市場画定で用いたミックスド・

ロジットモデルに基づいているが、各々サンプル及びモデルが異なるため、時系列の比較には注

意が必要である。 
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（３） まとめ 

  図表Ⅰ－１２は、以上における需要の代替性と供給の代替性の検討結果を、論点毎

にまとめたものである。 

 

図表Ⅰ－１ ２  サービス市場の画定の論点の検討結果 

 

 

論点１：ＤＵとＩＳＤＮは、ナローバンド市場として一つの市場となりうるか 

  需要の代替性については、ＤＵとＩＳＤＮの間で求める機能や選択理由に若干の差

異が存在するものの全体的に決定的な独立性が認められず、サービスの同一性が高い

ものと考えられる。一方、供給の代替性についても、ＤＵとＩＳＤＮは共に既存の電

話網のメタル回線を利用するサービスであり、互いに参入が容易で代替性が高いと判

断できる。 

  ２００３年度の市場画定では、ＩＳＤＮをブロードバンドが利用できない地域にお

ける代替手段の一つと位置付けたことから、ＩＳＤＮをＤＵと別の市場として画定し

たが、２００６年度においてはブロードバンドの提供可能地域が９５％に達する状況

にあり、ブロードバンドとの関係性を踏まえて特にＩＳＤＮを独立して分析する政策

的意義も薄れつつあると考えられる12。 

  以上を勘案し、ＤＵとＩＳＤＮをナローバンドとして一つの市場として画定するこ

ととする。ただし、ブロードバンドの普及が過渡期にあることや都市と地方の情報格

差の存在等も考慮し、ＤＵとＩＳＤＮを別々の部分市場と位置づけ、必要に応じて分

析することとする。 

 

論点２：ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨは、ブロードバンド市場として一つの市場と

なりうるか 

                                                  
12  平成１８年度９月末で、高速インターネットのサービスエリアの世帯カバー率は、４，８５６

万世帯（９５％）となっている（総務省資料）。 

（論点２）（論点２） ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴ
ＴＨは、ブロードバンド市場とＴＨは、ブロードバンド市場と
して一つの市場となりうるか。して一つの市場となりうるか。
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バンドは、まとめて一つの市場バンドは、まとめて一つの市場
となりうるか。となりうるか。

同一市場同一市場○○－－○○○○△△△△

同一市場同一市場

結結 論論⑤価格弾⑤価格弾
力性の推力性の推

計値計値

④変更希④変更希
望先サー望先サー

ビスビス

③サービ③サービ
ス間の比ス間の比
較検討較検討

②各サー②各サー
ビスの選ビスの選
択理由択理由

①各サー①各サー
ビスに求ビスに求
める機能める機能

○○ △△ △△○○△△△△

供給の供給の
代替性代替性

需要の代替性需要の代替性
ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及
びＦＴＴＨの各サービスの同一びＦＴＴＨの各サービスの同一
性の有無を検討性の有無を検討

（論点２）（論点２） ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴ
ＴＨは、ブロードバンド市場とＴＨは、ブロードバンド市場と
して一つの市場となりうるか。して一つの市場となりうるか。

（論点１）（論点１） ＤＵとＤＵとIDSNIDSNは、ナは、ナ

ローバンド市場として一つのローバンド市場として一つの
市場となりうるか。市場となりうるか。

別市場別市場△△－－××△△××△△
（論点３）ナローバンドとブロード（論点３）ナローバンドとブロード
バンドは、まとめて一つの市場バンドは、まとめて一つの市場
となりうるか。となりうるか。

同一市場同一市場○○－－○○○○△△△△

同一市場同一市場

結結 論論⑤価格弾⑤価格弾
力性の推力性の推

計値計値

④変更希④変更希
望先サー望先サー

ビスビス

③サービ③サービ
ス間の比ス間の比
較検討較検討

②各サー②各サー
ビスの選ビスの選
択理由択理由

①各サー①各サー
ビスに求ビスに求
める機能める機能

○○ △△ △△○○△△△△

供給の供給の
代替性代替性

需要の代替性需要の代替性
ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及
びＦＴＴＨの各サービスの同一びＦＴＴＨの各サービスの同一
性の有無を検討性の有無を検討
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  需要の代替性については、各サービスの間で、利用者が求める基本的機能や選択理

由、比較検討先、変更希望先、価格弾力性の観点から、ＦＴＴＨを中心に代替性が急

速に高まりつつあることが認められ、マイグレーションの動向から今後もこの傾向が

強まることが予想される。ただし、各サービスに固有の特徴的な機能や選択理由が存

在し、価格弾力性でもＡＤＳＬの独立性が残ること等を踏まえると、３つのサービス

を直ちに一体的に取り扱うことには疑問も残る。 

  一方、供給の代替性については、ＡＤＳＬがメタル回線、ＣＡＴＶが同軸ケーブル、

ＦＴＴＨが光ファイバ回線と供給構造が大きく異なるため、設備競争的な観点からは

代替性が低い。しかし、ＮＴＴ東西の加入者回線部分に関する接続制度を前提とすれ

ば、サービス競争的な観点からは必ずしも代替性が低いとは言えない。 

  以上を勘案し、ＦＴＴＨを中心とした需要の代替性の高まりとマイグレーションの

動向を踏まえ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨをまとめてブロードバンド市場とし

て画定する。ただし、マイグレーションが過渡期にあることや各サービスの需要にお

ける一定の独立性、供給構造の差異等も考慮し、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ及びＦＴＴＨを

別々の部分市場と位置づけ、個別に分析することとする13。 

 

論点３：ナローバンドとブロードバンドは、まとめて一つの市場となりうるか。 

  論点１及び論点２から、ナローバンド市場とブロードバンド市場を画定することが

適当と考えられるが、さらにこれらをまとめて「インターネット接続回線サービス」

の市場として一つに括ることの妥当性について、分析する必要がある。 

  需要の代替性については、ナローバンドとブロードバンドとの間で、利用者が求め

る基本的機能や比較検討先に大きな違いは見られないが、ＩＰ電話や映像配信等の高

度な機能や選択理由、変更希望先については明確な差異が認められた。例えば、各サ

ービスの選択理由について利用者が１番目にあげた理由をナローバンドとブロード

バンドの別で集計してみると（図表Ⅰ－１３）、ナローバンドは料金、ブロードバン

ドは常時接続や通信速度が特徴的な理由となり、需要面では両者が明確に区別されて

いると考えられる。 

  一方、供給の代替性については、ナローバンドとブロードバンドとして比較した場

合には、供給構造が大きく異なるため、設備競争的な観点からは、代替性は低い。た

だし、ＤＵ、ＩＳＤＮ及びＡＤＳＬの間には一定の代替性が認められるとともに、Ｎ

ＴＴ東西の加入者回線部分に関する接続制度下でのサービス競争的な観点からは、必

ずしも代替性が低いとは言えない。 

  以上を勘案すると、ナローバンドとブロードバンドについては、全体で一つの市場

                                                  
13  この点に関連し、意見募集において、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクＢＢ株式会社等、イー・

アクセス株式会社等、株式会社ケイ・オプティコムから、ブロードバンド市場としてＡＤＳＬ、

ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨを一体的に扱うことは時期尚早であり、各々を別々の市場として個別に分析

すべきであるとの意見が提出されている。総務省としても、需要の代替性の動向を踏まえてブロ

ードバンド市場を画定する一方で、各々の部分市場も重視し、競争状況に関する詳細な分析を個

別に行う予定である。 
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ＮＴＴ東日本の例 その他の例
※１ BB.exciteをISPとした場合。
※２ 16戸ユーザ以上の提供が可能な場合
※３ １００Ｍタイプのキャンペーン割引等を除く通常料金

※３ ※３

（ケイ・オプティコム） （ＵＳＥＮ）

とすることは適当でなく、各々を独立した市場として扱うこととする。 

 

図表Ⅰ－１ ３  サービス選択理由（第 1 位として選択） 

 

 

 

 

 

 

 

           出典：ブロードバンドＷＥＢ調査   

 

Ⅰ－２－３ ＦＴＴＨにおける戸建て住宅と集合住宅の独立性 

 ２００３年度の市場画定で検討を行ったＦＴＴＨの戸建て住宅向けサービスと集合

住宅向けサービスの独立性について、再度検討を行う。 

 

（１）利用料金の動向 

  図表Ⅰ－１４は、ＦＴＴＨにおける戸建て住宅・集合住宅別の主なサービスの利用

料金の動向を示したものである。戸建て住宅向けサービスに比べて、集合住宅向けサ

ービスは相対的に低価格でのサービスが提供されている。 

 

図表Ⅰ－１ ４  Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ の戸建て住宅・集合住宅別の利用料金の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          出典：各社ＨＰから総務省作成 

 

（２）提供事業者の相違 

  図表Ⅰ－１５は、ＦＴＴＨにおける戸建て住宅14・集合住宅別の事業者シェアであ

                                                  
14  ＦＴＴＨの戸建て住宅向けサービスには、ＦＴＴＨのビジネス向けサービスも含む。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BB

NB

1．常時接続が可能だから 2．利用料金が安いから

3．通信速度が優れているから 4．映像配信（ビデオ・オン・デマンド等）が利用できるから

5．CATVを視聴したかった（既に視聴していた）から 6．IP電話が充実しているから

7．住居等の条件（光ファイバー、ＣＡＴＶ等が既設など）から 8．広告・宣伝を見た、または事業者の勧誘、知人等からのすすめがあったから

9.工事や手続等、導入が容易だから 10．その他　（）

常時接続常時接続

料金料金

通信速度通信速度
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る。戸建て住宅向けサービスではＮＴＴ東西と電力系事業者の複占的な競争環境とな

っているが、集合住宅向けサービスでは、参入が戸建て住宅向けに比較すると容易で

あることから、ＵＳＥＮやその他の事業者（大手デベロッパー等）が相当のシェアを

占めており、供給構造に大きな相違が見られる。 

図表Ⅰ－１ ５  Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ の戸建て住宅・集合住宅別の事業者シェア 

                              出典：総務省資料 

 

以上から、ＦＴＴＨにおける戸建て住宅向け・集合住宅向けの各サービスについて、

引き続き別々の部分市場として画定することとする。 

 

Ⅰ－２－４ ＩＳＰ市場の画定 

以上、インターネット接続回線サービスについて市場画定の検討を行ってきたが、こ

れに密接に関連するサービスとしてＩＳＰ等が提供する「インターネット接続サービ

ス」が存在する。２００３年度の市場画定では、「インターネット接続サービス」とし

て独立の市場を画定したが、今回の市場画定においてもこの市場を維持すべきかについ

て、検討を行う。 

図表Ⅰ―１６は、インターネット接続回線サービスを提供する事業者とインターネッ

ト接続サービスを提供するＩＳＰとの関係を整理したものである。ここに示すとおり、

インターネット接続回線サービスとインターネット接続サービスを一体として提供す

る事業者も存在し、一方のみを提供する事業者も存在する。 

ただし、インターネット接続サービスは、機能や効用の面でインターネット接続回線

サービスとは異なるサービスである。また、両サービスを別々の事業者から購入する利

用者も多数存在する状況や、ＮＴＴ東西がインターネット接続サービスを提供していな

い状況等を勘案し、インターネット接続サービスを独立の市場として画定することが適

当である。 

なお、インターネット接続サービスは、ＤＵ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴ

ＴＨ、ＦＷＡといったインターネット接続回線サービスに共通して必要となる機能であ

り、これを代替しうる類似のサービスは特段見当たらない。したがって、サービスの

小単位であるインターネット接続サービスを、一つの市場として画定する。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

戸建住宅

集合住宅

NTT東日本 NTT西日本 USEN 電力系事業者 KDDI その他



 

 22

 

図表Ⅰ－１ ６  インターネット接続回線事業者とＩ Ｓ Ｐ との関係 

① アクセス回線部分とインターネット接続部分についてそれぞれ別々に料金を設定 

 アクセス回線部分 インターネット接続部分 備  考 

サービス提供 
 

 

 

料金設定 
 

 

 

料 金 の 支 払 い は

別々。ＩＳＰの選択

は自由。 

 

② 相互接続によりアクセス回線部分を調達しＩＳＰが料金を設定 

 アクセス回線部分 インターネット接続部分 備  考 

サービス提供 
 

 

 

料金設定 
 

 

 

料金支払い及び利用

者窓口はＩＳＰに一

本化。 

 

③ 卸電気通信役務によりアクセス回線部分を調達しＩＳＰが料金を設定 

 アクセス回線部分 インターネット接続部分 備  考 

サービス提供 
 

 

 

料金設定 
 

 

 

料金支払い、利用者

窓口はＩＳＰに１本

化。 

 

④ 卸電気通信役務によりアクセス回線部分とインターネット接続部分を調達しマンション内ＩＳ

Ｐが料金を設定 

 アクセス回線部分 インターネット接続部分 備  考 

サービス提供 
 

 

 

料金設定 
 

 

 

料金支払い、利用者

窓口はマンション内

ＩＳＰに１本化。 

 

⑤アクセス回線部分とインターネット接続部分を一体で提供 

 アクセス回線部分 インターネット接続部分 備  考 

サービス提供 
 

 

 

料金設定 
 

 

 

両サービスを一社で

提供。 

 

アクセス回線提供者とＩＳＰが同一事業者 

（利用者に料金請求） 

アクセス回線提供者 

（事業者間精算） 

 

 

ＩＳＰ 

（利用者に料金請求） 

 

アクセス回線提供者 

（利用者に料金請求） 

 

ＩＳＰ 

（利用者に料金請求） 

 

 

 

マンション内ＩＳＰ 

（利用者に料金請求） 

アクセス回線提供者 

（事業者間精算） 

ＩＳＰ 

（事業者間精算） 

 

 

 

ＩＳＰ 

（利用者に料金請求） 

アクセス回線提供者 

（事業者間精算） 
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Ⅰ－２－５ サービス市場の画定 

以上から、インターネット接続領域（インターネット接続回線サービス及びインター

ネット接続サービス）におけるサービス市場の画定結果を図示すると、図表Ⅰ－１７の

とおりとなる。 

 

図表Ⅰ－１ ７  インターネット接続領域のサービス市場の画定 

  即ち、 

  ・ＤＵ、ＩＳＤＮをナローバンド市場として画定 

   （ただし、各サービスについては、部分市場としても画定） 

  ・ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨをブロードバンド市場として画定 

   （ただし、各サービスについては、部分市場としても画定） 

  ・ＦＴＴＨ市場については、戸建て住宅向け／集合住宅向けの別に部分市場を画定 

  ・ＩＳＰを独立の市場として画定 

 という結果となる。 

 

 

Ⅰ－３ インターネット接続領域の地理的市場の画定 

 

 前節で画定されたインターネット接続領域のサービス市場をもとに、各々の地理的市

場の画定の検討を行う。 

 

（１）地理的市場の画定に当たって考慮すべき要素 

  インターネット接続領域の地理的市場の画定については、次の要素を考慮する必要

がある。 

 ① データの入手可能性 

【【インターネット接続領域インターネット接続領域】】

市市 場場 部分市場部分市場凡例：凡例：

ブロードバンドブロードバンドナローバンドナローバンド

ＣＡＴＶＣＡＴＶＡＤＳＬＡＤＳＬＤＵＤＵ ＩＳＤＮＩＳＤＮ

戸建戸建
住宅住宅

集合集合
住宅住宅

ＩＳＰＩＳＰ

ＦＴＴＨＦＴＴＨ回回

線線

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

FWA
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インターネット接続領域に限らず、電気通信事業分野の地域別データに関しては、

都道府県単位での情報収集が基本となっており 、都道府県レベルを 小単位とす

る市場の範囲を設定することが適当である。 

 ② 代替的な選択肢の存在 

都道府県を 小単位として市場の範囲を設定すれば、全国的に提供されているＮ

ＴＴ東西のサービスを含む複数の選択肢が並存し、事業者間競争の分析を行うこと

が可能となる。 

 ③ 代表的事業者のサービス提供エリア 

例えば、ＡＤＳＬについては、ボトルネック設備を所有するＮＴＴ東西が東日本･

西日本のそれぞれに存在しているため、東日本と西日本に市場を分け、ＮＴＴ東西

の存在を念頭に置いた競争状況の分析に有効な市場画定を行うことに意義がある。 

また、ＦＴＴＨを提供する事業者には、ＮＴＴ東西のほか有力な競争事業者とし

て電力系事業者（自社又は親会社の電気事業の業務区域内で事業を展開）が存在し

ているため、電力系事業者の業務区域を念頭に置いた地域ブロックごとに市場を分

けて競争状況を分析することにも意義がある。 

 

（２）地理的市場の画定 

  以上を踏まえ、インターネット接続領域の地理的市場については、原則としてデー

タが入手可能な都道府県を分析対象の 小単位とし、上記①～③の観点を考慮した上

で次のとおり画定する。 

 ① ナローバンド市場（部分市場として、ＤＵ市場及びＩＳＤＮ市場） 

ナローバンド市場については、ＤＵやＩＳＤＮのサービスが電話等の音声サービ

スと一体的に提供されており、利用者がこれらのサービスをインターネット接続に

も利用しているに過ぎない。したがって、インターネット接続のための契約数やト

ラヒックを切り分けて把握することは困難であり、これらの競争状況は、本質的に

は固定電話サービスにおける競争状況に類似のものである。 

したがって、ナローバンド市場（部分市場を含む）については便宜的に全国を地理

的市場とするにとどめ、地域的な競争状況については固定電話領域における分析を

参考とすることが適当である。 

 ② ブロードバンド市場（部分市場として、ＡＤＳＬ市場、ＣＡＴＶ市場、ＦＴＴＨ 

市場） 

  ②－１ ＡＤＳＬ市場 

ボトルネック設備を所有しＡＤＳＬを全国的に提供するＮＴＴ東西と、ＮＴＴ

東西の加入者回線と接続してＡＤＳＬを提供するＢＢテクノロジー等の競争事

業者の競争状況が主たる関心事となるため、ＮＴＴ東西の業務区域を考慮し、東

日本と西日本の２地域を地理的市場として画定する。 

  ②－２ ＣＡＴＶ市場 

ＣＡＴＶ市場については、２００３年度の市場画定では市町村（区）単位に多
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くのＣＡＴＶ事業者が独占的にサービスを提供していることを踏まえ、市町村

（区）を地理的市場とした。しかし、ＣＡＴＶ事業者の吸収合併が進み、複数の

地域のＣＡＴＶ放送施設を所有・運営する統括運営会社（ＭＳＯ）が登場しつつ

ある状況やブロードバンド内でＦＴＴＨ等との代替性が高まりつつある状況等

を考慮し、今回は全国を地理的市場として画定する15。 

  ②－３ ＦＴＴＨ市場（戸建て住宅向け市場・集合住宅向け市場を含む） 

ＦＴＴＨを全国的に提供するＮＴＴ東西と、これに対抗する電力系事業者等の

競争事業者の競争状況が主たる関心事となるため、電力系事業者の業務区域を考

慮し、全国１０の地域ブロックを地理的市場として画定する。 

  ②－４ ブロードバンド市場 

ブロードバンド市場には、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨのサービスが含まれ、

ＡＤＳＬを提供するＮＴＴ東西やＢＢテクノロジー等の競争事業者、ＣＡＴＶを

提供するＣＡＴＶ事業者、ＦＴＴＨを提供するＮＴＴ東西や電力系事業者等が重

層的に競合する競争状況を分析することが必要となる。したがって、ＡＤＳＬ、

ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨの各地理的市場における 小単位である地域ブロックをブロ

ードバンド市場の地理的市場として画定することとする。 

 ③ インターネット接続サービス市場 

ＩＳＰは大手と中小の事業者が多数混在して活発に競争する状況にある。大手Ｉ

ＳＰに限っても１０社を超える事業者が多数の顧客を有し、全国的にサービスを提

供しているため、地域に密着したサービスを提供する中小ＩＳＰは存在するものの、

事業者の偏在に基づき地域によって競争環境が大きく異なっている様子は観察さ

れない。 

したがって、インターネット接続サービス市場については、全国を地理的市場と

して画定する。 

 

図表Ⅰ－１ ８  インターネット接続領域の地理的市場の画定 

 

                                                  
15 ただし、分析に当たっては、ＣＡＴＶ放送が地域密着型サービスであることに十分配慮する。 

東日本／西日本東日本／西日本東日本／西日本
電力系事業者１０地域電力系事業者１０地域電力系事業者１０地域

全 国全全 国国

ＡＤＳＬＡＤＳＬＡＤＳＬ ブロードバンド
／ＦＴＴＨ

ブロードバンドブロードバンド
／ＦＴＴＨ／ＦＴＴＨ

ナローバンド／ＤＵ／ＩＳＤＮ
／ＣＡＴＶ／ＩＳＰ

ナローバンド／ＤＵ／ＩＳＤＮナローバンド／ＤＵ／ＩＳＤＮ
／ＣＡＴＶ／ＩＳＰ／ＣＡＴＶ／ＩＳＰ
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Ⅱ  法人向けネットワーク

サービス領域の市場画定 
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（要 旨） 

 

○ 従来の市場画定では、専用サービスとデータ通信系サービスの別に市場を画

定。さらに、データ通信系サービスの市場の中で、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネ

ット、フレームリレー、セルリレーを部分市場として画定。 

 

○ ２００６年度の市場画定では、専用サービスと新型ＷＡＮサービスの別に市場

を画定。 

 

○ 新型ＷＡＮサービスの市場の中で、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、インタ

ーネットＶＰＮの３つの部分市場を画定。 

 

○ フレームリレー、セルリレーについては、需要の低下を踏まえ、市場画定の対

象から除外。 

 

 

 

 

従

来

の
市

場

画

定

市

場

画

定

案

画定市場画定市場 部分市場部分市場凡例：凡例：

・・専用サービスとデータ通信系サー専用サービスとデータ通信系サー
ビスで市場を画定。ビスで市場を画定。

・データ通信系サービスのうち、・データ通信系サービスのうち、IPIP--
VPNVPN、広域イーサネット、フレーリ、広域イーサネット、フレーリ
レー及びセルリレーで各々部分市レー及びセルリレーで各々部分市
場として画定。場として画定。

・・ IPIP--VPNVPN、広域イーサネット、、広域イーサネット、NTTNTT
東西のメガデータネッツ等、で、新東西のメガデータネッツ等、で、新
型型WANWANサービスとしてサービスとして分析。分析。

・・専用サービスと新型ＷＡＮサービ専用サービスと新型ＷＡＮサービ
スで市場を画定。スで市場を画定。

・新型ＷＡＮサービスのうち、・新型ＷＡＮサービスのうち、IPIP--
VPNVPN、広域イーサネット及びイン、広域イーサネット及びイン
ターネットターネットVPNVPNを部分市場としてを部分市場として
画定。画定。

・フレームリレーとセルリレーにつ・フレームリレーとセルリレーにつ
いては、利用率の減少から市場いては、利用率の減少から市場
画定しない。画定しない。

新型ＷＡＮサービス新型ＷＡＮサービス

専用サービス専用サービス

データ通信系サービスデータ通信系サービス

専用サービス専用サービス

新型ＷＡＮサービス新型ＷＡＮサービス

ＩＰＩＰ--ＶＰＮＶＰＮ

広域イーサネット広域イーサネット

ＩＰＩＰ--ＶＰＮＶＰＮ

広域イーサネット広域イーサネット

インターネットＶＰＮインターネットＶＰＮ

ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等

セルリレーセルリレー

フレームリレーフレームリレー

ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等

セ

ル
リ

レ
ー

フ
レ
ー

ム

リ

レ
ー

・
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Ⅱ－１ 市場画定のための準備 

 

Ⅱ－１－１ ２００３年度の市場画定の概要 

 

 法人向けネットワークサービス領域の市場画定は、２００３年度の競争評価で実施し

ており、２００４年度・２００５年度の評価・分析では当該結果を引き続き採用してい

る16。２００３年度の市場画定では、提供されているサービス内容を基本にその機能や

効用に着目し、次の順序で作業を進めた。 

① 分析の対象となるサービスの 小単位の把握。 

② アンケート調査結果17を参考にサービスの同一性を分析して、サービス市場を画

定。 

③ サービスの取引実態、情報収集の可能性を考慮して、地理的市場を画定。 

 

（１）サービス市場の画定 

 ① 分析の対象となるサービス単位 

電気通信事業者に対する調査及び各事業者の公表情報から情報収集可能であり、

供給側が主なサービスカテゴリとしている次の７つのサービスを 小単位として、

その間の代替関係を分析した。 

・専用サービス 

・ＩＰ－ＶＰＮ 

・広域イーサネット 

・フレームリレー 

・セルリレー 

・ＮＴＴ東西のメガデータネッツ 

・ＮＴＴ東西のフレッツ・オフィス等 

 ② サービス単位の同一性の分析 

サービス単位の同一性の分析に当たっては、企業内のシステム責任者等に対して

行った利用動向に関するアンケート調査を活用し、主に次の点に着目した。 

・現在の主力サービス 

・導入時期別の主力サービス 

・業種別の主力サービス 

・今後採用する主力サービス 

③ サービス市場の画定 

                                                  
16  詳細については、総務省（２００４）「平成１５年度 電気通信事業分野における競争状況の

評価」第２章を参照。 
17 平成 15 年６月の日経ＢＰ社が実施した企業ネットワーク実態調査の結果を利用した。 
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③－1 データ通信系サービス市場 

企業の利用動向を踏まえ、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、フレームリレー、

セルリレー、ＮＴＴ東西のメガデータネッツ、ＮＴＴ東西のフレッツ・オフィス

等を代替性の高いサービスと判断し、データ通信系サービス市場として画定した。

さらに、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、フレームリレー、セルリレーはそれ

ぞれ技術方式が異なり、機能も効用も異なることから部分市場としたうえで、各

市場の取引の動向や特徴も分析することとした18。 

なお、残りのサービス（ＮＴＴ東西のメガデータネッツ及びフレッツ・オフィ

ス等）については、他のサービスのいずれにも属さないＮＴＴ東西の提供するサ

ービスとして便宜的に「ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等」としてまとめて区分

した。 

③－２ 専用サービス市場 

専用サービスは、データ通信系サービス市場とは別の市場として画定し、分

析に当たっては次の点に留意することとした。 

・ 専用サービスはデータ通信系サービスのアクセス回線として利用される接 

続専用回線が含まれていること。 

・ 専用サービスはサービス品目が多様であり、情報収集等は専用サービス全

体を対象としておらず、細かな品目毎の区別も行っていないこと。 

 

（２）地理的市場の画定 

  データ通信系サービス、専用サービスとも、事業者のサービス提供エリアやデータ

の入手可能性を考慮し、全国を地理的市場として画定した。 

 

図表Ⅱ―1 これまでの法人向けネットワークサービス領域の市場画定 

Ⅱ－１－２ 市場画定の対象となるサービスの概要 

  
法人向けネットワークサービスとは、法人の拠点間ネットワーク構築に用いられるサ

                                                  
18  ２００５年度の競争評価から、新たにＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、ＮＴＴ東西のメガデ

ータネッツ等を「新型ＷＡＮサービス」として主な分析対象としている。 

データ通信系サービスデータ通信系サービス

専用サービス専用サービス

新型ＷＡＮサービス新型ＷＡＮサービス

ＩＰＩＰ--ＶＰＮＶＰＮ

広域イーサネット広域イーサネット

ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等

セルリレーセルリレー

フレームリレーフレームリレー



 

 31

ービスを指す。本領域における市場画定を見直すに当たり、対象となる主なサービスを

再確認すると、図表Ⅱ－２に示すとおり、専用サービス、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネ

ット、ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等、フレームリレー、セルリレー、インターネッ

トＶＰＮの計７種類となる。なお、インターネットＶＰＮについては、２００３年度以

降の市場環境の変化（Ⅱ－１－４（２）を参照）を踏まえ、新たに加えることとした。 

 以下の市場画定においては、これらのサービス区分を 小単位として、サービス間の

代替性等に関する分析を進めることとする。ただし、フレームリレー及びセルリレーに

ついては、２００３年度以降に急速に需要が低下しつつあることから（Ⅱ－１－４（２）

を参照）、市場画定においては特に考慮しないこととする。 

 

図表Ⅱ－2 法人向けネットワークサービス領域における各サービス単位の概要

サービス単位サービス単位

インターネッインターネッ
トＶＰＮトＶＰＮ

専用サービス専用サービス

ＩＰＩＰsecsec機器やＳＳＬ機器を用いて公衆インターネット網内でＶＰＮを提供するサービス。機器やＳＳＬ機器を用いて公衆インターネット網内でＶＰＮを提供するサービス。

データをフレームよりもさらに簡潔な「セル」（５３バイト）という単位に分割してＡデータをフレームよりもさらに簡潔な「セル」（５３バイト）という単位に分割してＡ
ＴＭ方式で送受信するＷＡＮサービス。ＴＭ方式で送受信するＷＡＮサービス。

データを「フレーム」という単位に分割するパケット通信方式を用いるＷＡＮサービス。データを「フレーム」という単位に分割するパケット通信方式を用いるＷＡＮサービス。

①メガデータネッツ①メガデータネッツ：：ＡＴＭ（非同期伝送ＡＴＭ（非同期伝送モードモード）方式をベースに）方式をベースに、、中継網を介して同一都道府県中継網を介して同一都道府県
内拠点間用内拠点間用に利用されるに利用されるＷＡＮサービス。ＷＡＮサービス。

②ＮＴＴ東西のフレッツ・オフィス（ワイド）②ＮＴＴ東西のフレッツ・オフィス（ワイド）：：企業のネットワーク等を地域ＩＰ網であるフレッツ網に企業のネットワーク等を地域ＩＰ網であるフレッツ網に

接続させることで、フレッツＡＤＳＬやＢフレッツ等のフレッツアクセス回線と企業ネットワークを接続させることで、フレッツＡＤＳＬやＢフレッツ等のフレッツアクセス回線と企業ネットワークを

接続させるサービス。フレッツアクセス間通信はできない。接続させるサービス。フレッツアクセス間通信はできない。

③ＮＴＴ東西のフレッツ・グループ（アクセス）③ＮＴＴ東西のフレッツ・グループ（アクセス）：：特定のフレッツＡＤＳＬやＢフレッツ等を同一グ特定のフレッツＡＤＳＬやＢフレッツ等を同一グ

ループとして契約し、地域ＩＰ網を介して同一グループ間通信を行うサービス。拠点数は限ループとして契約し、地域ＩＰ網を介して同一グループ間通信を行うサービス。拠点数は限られられるる

がが、、安価安価にに拠点間通信が可能。拠点間通信が可能。

イーサネット技術で構築された事業者の網を利用するＷＡＮサービス。ＩＰ以外のプロイーサネット技術で構築された事業者の網を利用するＷＡＮサービス。ＩＰ以外のプロ
トコルが使えるため、ＬＡＮの機器をそのまま拠点間通信に使え、自由度が高い。トコルが使えるため、ＬＡＮの機器をそのまま拠点間通信に使え、自由度が高い。

事業者の閉域ＩＰ網を用いるＷＡＮサービス。各拠点のＩＰアドレスを事業者に登録す事業者の閉域ＩＰ網を用いるＷＡＮサービス。各拠点のＩＰアドレスを事業者に登録す
る必要があるが、優先制御等きめ細かい設定等を事業者に一任できる。ベストエフォーる必要があるが、優先制御等きめ細かい設定等を事業者に一任できる。ベストエフォー
トで簡易な低価格なタイプもある。トで簡易な低価格なタイプもある。

拠点相互間を直接接続するＷＡＮサービス。拠点相互間を直接接続するＷＡＮサービス。

回線内の帯域を専有するため、コスト負担は大きいが通信品質は高い。回線内の帯域を専有するため、コスト負担は大きいが通信品質は高い。

サービス概要サービス概要

セルリレーセルリレー

フレームリフレームリ
レーレー

ＮＴＴ東西のＮＴＴ東西の
メガデータメガデータ
ネッツ等ネッツ等

広域イーサ広域イーサ
ネットネット

ＩＰ－ＶＰＮＩＰ－ＶＰＮ

専用サービ専用サービ
ス市場ス市場

従来の市場従来の市場

帯域保証可能（一部ベストエフォート帯域保証可能（一部ベストエフォート
のみ）。事業者の網内で、事業者によのみ）。事業者の網内で、事業者によ
る帯域制御や識別子等で各ユーザのトる帯域制御や識別子等で各ユーザのト
ラヒックを分離することでセキュリラヒックを分離することでセキュリ
ティを保っている。ティを保っている。

帯域保証なし。公衆網を利用するため帯域保証なし。公衆網を利用するため
セキュリティレベルは他と比較して低セキュリティレベルは他と比較して低
い。い。

完全帯域保証。帯域はユーザ専用のた完全帯域保証。帯域はユーザ専用のた
め、セキュリティレベルは非常に高い。め、セキュリティレベルは非常に高い。

帯域保証性・セキュリティ帯域保証性・セキュリティサービス単位サービス単位

インターネッインターネッ
トＶＰＮトＶＰＮ

専用サービス専用サービス

ＩＰＩＰsecsec機器やＳＳＬ機器を用いて公衆インターネット網内でＶＰＮを提供するサービス。機器やＳＳＬ機器を用いて公衆インターネット網内でＶＰＮを提供するサービス。

データをフレームよりもさらに簡潔な「セル」（５３バイト）という単位に分割してＡデータをフレームよりもさらに簡潔な「セル」（５３バイト）という単位に分割してＡ
ＴＭ方式で送受信するＷＡＮサービス。ＴＭ方式で送受信するＷＡＮサービス。

データを「フレーム」という単位に分割するパケット通信方式を用いるＷＡＮサービス。データを「フレーム」という単位に分割するパケット通信方式を用いるＷＡＮサービス。

①メガデータネッツ①メガデータネッツ：：ＡＴＭ（非同期伝送ＡＴＭ（非同期伝送モードモード）方式をベースに）方式をベースに、、中継網を介して同一都道府県中継網を介して同一都道府県
内拠点間用内拠点間用に利用されるに利用されるＷＡＮサービス。ＷＡＮサービス。

②ＮＴＴ東西のフレッツ・オフィス（ワイド）②ＮＴＴ東西のフレッツ・オフィス（ワイド）：：企業のネットワーク等を地域ＩＰ網であるフレッツ網に企業のネットワーク等を地域ＩＰ網であるフレッツ網に

接続させることで、フレッツＡＤＳＬやＢフレッツ等のフレッツアクセス回線と企業ネットワークを接続させることで、フレッツＡＤＳＬやＢフレッツ等のフレッツアクセス回線と企業ネットワークを

接続させるサービス。フレッツアクセス間通信はできない。接続させるサービス。フレッツアクセス間通信はできない。

③ＮＴＴ東西のフレッツ・グループ（アクセス）③ＮＴＴ東西のフレッツ・グループ（アクセス）：：特定のフレッツＡＤＳＬやＢフレッツ等を同一グ特定のフレッツＡＤＳＬやＢフレッツ等を同一グ

ループとして契約し、地域ＩＰ網を介して同一グループ間通信を行うサービス。拠点数は限ループとして契約し、地域ＩＰ網を介して同一グループ間通信を行うサービス。拠点数は限られられるる

がが、、安価安価にに拠点間通信が可能。拠点間通信が可能。

イーサネット技術で構築された事業者の網を利用するＷＡＮサービス。ＩＰ以外のプロイーサネット技術で構築された事業者の網を利用するＷＡＮサービス。ＩＰ以外のプロ
トコルが使えるため、ＬＡＮの機器をそのまま拠点間通信に使え、自由度が高い。トコルが使えるため、ＬＡＮの機器をそのまま拠点間通信に使え、自由度が高い。

事業者の閉域ＩＰ網を用いるＷＡＮサービス。各拠点のＩＰアドレスを事業者に登録す事業者の閉域ＩＰ網を用いるＷＡＮサービス。各拠点のＩＰアドレスを事業者に登録す
る必要があるが、優先制御等きめ細かい設定等を事業者に一任できる。ベストエフォーる必要があるが、優先制御等きめ細かい設定等を事業者に一任できる。ベストエフォー
トで簡易な低価格なタイプもある。トで簡易な低価格なタイプもある。

拠点相互間を直接接続するＷＡＮサービス。拠点相互間を直接接続するＷＡＮサービス。

回線内の帯域を専有するため、コスト負担は大きいが通信品質は高い。回線内の帯域を専有するため、コスト負担は大きいが通信品質は高い。
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のみ）。事業者の網内で、事業者によのみ）。事業者の網内で、事業者によ
る帯域制御や識別子等で各ユーザのトる帯域制御や識別子等で各ユーザのト
ラヒックを分離することでセキュリラヒックを分離することでセキュリ
ティを保っている。ティを保っている。

帯域保証なし。公衆網を利用するため帯域保証なし。公衆網を利用するため
セキュリティレベルは他と比較して低セキュリティレベルは他と比較して低
い。い。

完全帯域保証。帯域はユーザ専用のた完全帯域保証。帯域はユーザ専用のた
め、セキュリティレベルは非常に高い。め、セキュリティレベルは非常に高い。
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Ⅱ－１－３ 実施細目２００６に定めた方針の反映 

実施細目２００６の「４－３ 法人向けネットワークサービス領域の市場画定（２）

その後の環境変化」に定めた法人向けネットワークサービス領域の市場画定に関する環

境変化を反映させる。 

 

（１）２００５年度の評価結果と市場環境の変化 

２００５年度の競争評価結果では、専用サービスの利用が減少を続ける一方でデー

タ通信系サービスの普及が進み、特にインターネットＶＰＮが伸張する等、法人向け

各サービスの利用動向の差異が明確となりつつあるため、今回の市場画定でもその結

果を踏まえることとする。 

 

（２）アンケート等の情報から需要の代替性等を分析 

需要側の企業ユーザに対するアンケート等によって入手した情報を基に、需要の代
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替性等に関して分析を行い、ＳＳＮＩＰテストの概念を利用して市場画定を再検討す

る。 

 

Ⅱ－１－４ 最近のサービス市場の動向 

２００５年度までの競争評価結果及び企業に対するアンケート調査結果から得られ

たサービス市場の動向のうち、特徴的なものを以下に挙げる。 

 
（１）専用サービスの逓減と新型ＷＡＮサービスの急増 

図表Ⅱ－３が示すように、２００２年度末から専用サービスの利用（契約数）は逓

減する一方で、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、メガデータネッツ等の新型ＷＡＮ

サービスの利用が急増する傾向にある。 

 

図表Ⅱ－3 専用サービスと IP-VPN 等の契約回線数の推移 

0
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 専 用 線 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ  新 型 W A N ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ
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2003年度末
2004年度末

744,680 613,120

491,715

＋404,408

契
約
回
線
数

専用サービス

87,152

△131,560

ＩＰ－ＶＰＮ・広域イーサ・
ＮＴＴ東西メガデータネッツ等  

                                 出典：総務省資料 

 

（２）インターネットＶＰＮの普及とフレームリレー・セルリレーの減少 

図表Ⅱ－４が示すように、インターネットＶＰＮの利用が徐々に拡大しつつあり、

特に支線系における利用の急伸が顕著である。一方、フレームリレー・セルリレーの

利用率は、幹線系・支線系ともに著しく減少し、ともに１％台となっている。 
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図表Ⅱ―４  法人向け主力サービスの利用率の推移 

出典：総務省資料・ブロードバンド/モバイル時代の企業ネットワーク実態調査 

 

 

Ⅱ－２ 法人向けネットワークサービス領域のサービス市場の画定 

 

Ⅱ－２－１ サービス市場画定の論点 

法人向けネットワークサービス領域のサービス市場の画定を行うに当たっては、２０

０３年度に行った市場画定のサービス単位にインターネットＶＰＮを追加した上で、各

サービス間の同一性を検討する。その際、２００３年度の市場画定を踏まえるとともに、

以下の点に留意しながら進めることとする。 

 

（１）ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等及びイン

ターネットＶＰＮの各サービスの同一性の有無を検討 
「分析の起点とする 小単位のサービスとその周辺のサービスが同一とみなされ

るなら一つに括り合わせていくという考え方がサービス市場の画定の基本」（基本方

針３－１（３））であることを踏まえ、２００３年度の市場画定ではデータ通信系サ

ービスのうち新型ＷＡＮサービスに該当したＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、ＮＴ

Ｔ東西のメガデータネッツ等の各サービスと、これらに近いサービスであると考えら

れるインターネットＶＰＮを加えた４つのサービスを 小単位のサービスとして、そ

の同一性の有無を検討することとする。 
なお、４つのサービスの同一性を検討する際、基本方針３－３を踏まえ、主として
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需要の代替性を分析するとともに、特に次の論点に留意することとする。 

 

論点１：ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等は、

新型ＷＡＮサービスとして一つの市場となりうるか 

２００３年度の市場画定では、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、ＮＴＴ東西の

メガデータネッツ等、フレームリレー、セルリレーをまとめてデータ通信系サービ

ス市場とした。しかし、フレームリレー、セルリレーの需要が急速に低下し、市場

画定の対象から除外したことを踏まえ、残りのサービスを新型ＷＡＮサービスとし

て一つの市場と画定すべきかについて、検討を行う。 

 

論点２：インターネットＶＰＮをどう扱うか 

２００３年度以降の市場環境の変化を踏まえ、需要が急速に伸びているインター

ネットＶＰＮを新たに加えることにした。このインターネットＶＰＮについては専

用サービスには該当しないサービスであるため、新型ＷＡＮサービスと同等のサー

ビスとして扱うべきか、独立した市場として画定すべきか等、今回の市場画定を行

う上でどのように扱うべきかについて、検討を行う。 

 

（２）専用サービスの独立性を検討 
２００３年度の市場画定では、専用サービスを独立の市場として画定した。その後

の専用サービスに対する需要逓減の動向を踏まえ、引き続き独立した一つの市場とし

て画定すべきかについて、検討を行う。 

 

Ⅱ－２－２ ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット等の各サービスの独立性 

需要の代替性の観点から、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、ＮＴＴ東西のメガデ

ータネッツ等及びインターネットＶＰＮの４つのサービスの同一性について検討を

行う。分析に当たっては、企業向けアンケート調査の結果を必要に応じて利用する。 
 

論点１：ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等は、

新型ＷＡＮサービスとして一つの市場となりうるか 

図表Ⅱー５は、法人向けネットワークサービス領域における主な５つのサービス

について、セキュリティと価格帯の観点からマッピングしたイメージである。これ

によれば、専用サービスやインターネットＶＰＮとの比較の上で、ＩＰ－ＶＰＮ、

広域イーサネット、メガデータネッツ等はいずれも中程度のセキュリティレベルと

中程度の価格帯に相当する閉域網サービスであり、互いに一定の代替性があるもの

と考えられる。したがって、これらのサービスは、新型ＷＡＮサービスとして一つ

の市場に含めることが適当である。 

ただし、図表Ⅱー２に示したとおり、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、メガデ
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ータネッツ等のいずれも技術的方式や機能・効用が異なっていることから、２００

３年度の市場画定と同様に、ＩＰ－ＶＰＮ及び広域イーサネットを特に部分市場と

して画定することとする。 

 

図表Ⅱー５  各サービスのセキュリティと価格帯のマッピングイメージ 

 

 

論点２：インターネットＶＰＮをどう扱うか 

図表Ⅱー５にもあるように、新たに加えたインターネットＶＰＮは、公衆網を利

用したＶＰＮサービスであることから、セキュリティのレベルが相対的に低い一方

で価格帯も低く、ＩＰ－ＶＰＮや広域イーサネット等の閉域網を利用したサービス

とは一線を画したものとなっている。 

一方、図表Ⅱー６は、企業ユーザに対して、今後採用する可能性が も高いサー

ビスを尋ねた結果を現在利用しているサービスの別に示すものである。その結果、

インターネットＶＰＮは、ＩＰ－ＶＰＮや広域イーサネットの有力な代替サービス

として認識されていることが明確となっている。 
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図表Ⅱ―６  今後採用する可能性が最も高いサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省資料・ブロードバンド/モバイル時代の企業ネットワーク実態調査 

 

以上を勘案し、インターネットＶＰＮはＩＰ－ＶＰＮや広域イーサネット等と同

じ新型ＷＡＮサービス市場に含めることが適当であるが、公衆網を利用するサービ

スであること等の特徴を考慮して、部分市場としても位置づけておくことが必要で

ある。 

なお、インターネットＶＰＮのサービスを個別に見ていくと、キャリア（電気通

信事業者）が提供するタイプの他、いわゆるＳＩｅｒや機器メーカが提供するタイ

プも存在し、さらにＶＰＮ機器等を購入し自営でＶＰＮ環境をユーザ自身が構築す

ることも可能である。このような状況から、インターネットＶＰＮの市場規模や事

業者間の競争状況を網羅的かつ的確に把握できるデータを入手することは極めて

困難であり、競争状況の評価に当たっては注意が必要である。 
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図表Ⅱ―７  インターネットＶ Ｐ Ｎ 市場のイメージ

SIer/メーカ提供タイプ

キャリア提供タイプ

インターネットＶＰＮ市場インターネットＶＰＮ市場

インターネットインターネット
接続回線接続回線 ＋

ＶＰＮ機器
レンタル ＋

設定・
設置 ＋

保守・
管理等

回線パッケージタイプ

ＶＰＮ機器
レンタル ＋

設定・
設置 ＋

保守・
管理等

ＶＰＮ機器提供タイプ

ＶＰＮ機器
レンタル ＋

設定・
設置 ＋

保守・
管理等

ＶＰＮ機器提供タイプ

機器購入自営構築タイプ

※枠内はイメージで実際の市場規模を表していない。  

 

Ⅱ－２－３ 専用サービスの独立性 

２００３年度の市場画定では独立の市場として画定した専用サービスと、上記で検

討した新型ＷＡＮサービスの同一性について、検討を行う。 
専用サービスは、以下のとおり、新型ＷＡＮサービスに比べてセキュリティレベル

が高く価格帯も高いサービスである（図表Ⅱー５参照）。 

・セキュリティ面 

専用サービスは、帯域を専有する帯域保証型のサービスであり、各ユーザのトラ

ヒックは回線内で帯域ごとに分離されている。そのためセキュアかつ高品質のデー

タ伝送が可能である。一方、新型ＷＡＮサービスでは、事業者の通信網を各ユーザ

が「共用」しているため、事業者の帯域制御や識別子等により各ユーザのトラヒッ

クはあくまで仮想的に分離されることとなり、ベストエフォートタイプのサービス

も提供されている。 

・価格面 

専用サービスでは、トラヒックの多寡にかかわらず帯域を常に専有しセキュリテ

ィ品質を完全に保証する反面、価格も高い点が特徴であり、その価格設定は法人の

拠点数だけでなく距離にも依存する。一方、新型ＷＡＮサービスは、事業者の網ま

で各拠点が接続できれば、拠点相互間でデータ伝送が可能となるため、拠点間の距

離は価格に影響せず、比較的安価なサービスである。 

このようなサービス間の性質の違いから、ユーザは、求める品質や信頼性、発生す

るトラヒック量、拠点数とその距離的な広がり等を総合的に勘案し、専用サービスと

新型ＷＡＮサービスを峻別して選択しているものと考えられる。例えば、高価格であ

ってもデータの遅延や未到達といった通信障害が許されない高品質なサービスを求
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める場合（重要拠点間の通信等）は専用サービスを選択する一方で、一定以上の信頼

性があればコスト面を重視したいユーザやトラヒックの発生が一定量見込まれない

場合（小規模な拠点間の通信等）では、新型ＷＡＮサービスを選択することが一般的

と言える。 

なお、 近の需要動向（Ⅱ－１－４（１）図表Ⅱー３）をみると、専用サービスの

減少よりも新型ＷＡＮサービスの増加のほうが圧倒的に多い結果となっている。この

データのみでは断定できないが、専用サービスから新型ＷＡＮサービスへの移行が生

じているというよりは、新型ＷＡＮサービスが新たな需要を掘り起こしていると理解

した方がより適切と推測される。 

以上を勘案し、２００３年度の市場画定と同様、専用サービスは一つの市場として

画定することが適当である。 

 

Ⅱ－２－４ サービス市場の画定 

以上から、法人向けネットワークサービス領域におけるサービス市場の画定結果を図

示すると、図表Ⅱー８のとおりとなる。 

図表Ⅱ―８  法人向けネットワークサービス領域のサービス市場の画定 

《２００６年度市場画定案》《２００６年度市場画定案》

【【法人向けネットワークサービス領域法人向けネットワークサービス領域】】

新型ＷＡＮサービス新型ＷＡＮサービス

ＩＰＩＰ--ＶＰＮＶＰＮ

広域イーサネット広域イーサネット

ＮＴＴ東西のメガデータネッツ等

インターネットＶＰＮインターネットＶＰＮ

※※なお、地理的市場は２００３年度市場画定を維持し、なお、地理的市場は２００３年度市場画定を維持し、全国全国とする。とする。

専用サービス専用サービス

別々の部分市場

セ
ル
リ
レ
ー

フ
レ
ー
ム
リ
レ
ー
・

 
即ち、 

・専用サービスと新型ＷＡＮサービスの別に市場を画定。 

・ 新型ＷＡＮサービスの市場の中で、ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、インタ

ーネットＶＰＮの３つの部分市場を画定。 

・フレームリレー、セルリレーについては、市場画定の対象から除外 

という結果となる。 

 

Ⅱ－３ 法人向けネットワークサービス領域の地理的市場の画定 

２００３年度の市場画定においては、専用サービス市場及びデータ通信系サービス市
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場について、その部分市場も含め全国を地理的市場として画定した。 

今回の市場画定においては、専用サービス市場及び新型ＷＡＮサービス市場について、

その部分市場も含め、以下の理由から引き続き全国を地理的市場として画定する。 

・ 法人向けネットワークサービスは、全国、さらにはグローバルに単一のシステム

として設計、構築、運営されることも少なくないため、地理的に市場を区分するこ

とは、必ずしも取引の実態を反映することにはならない。 

・ 全国で事業展開している事業者は、一般に都道府県のような単位でデータを管理 

しておらず、地域別データの収集可能性が低い。 
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Ⅲ  固定電話領域

の市場画定 
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固定電話領域については、２００５年度の市場画定において、サービス市場及び地理

的市場の画定を行っており、２００６年度の競争評価においても、引き続きこの結果を

用いることとする。 

 

 

Ⅲ－１ 固定電話領域のサービス市場の画定 

 

２００５年度の固定電話領域におけるサービス市場の画定は、図表Ⅲ―１のとおりと

した。 

まず、加入と通話を一体的に捉えた上でサービス間の需要の代替性等を勘案し、固定

電話市場の範囲を「ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪ－ＩＰ電話」

に設定した。 

ただし、通話部分については、 

① ＮＴＴ加入電話における優先接続制度（マイライン・マイラインプラス）に基づ

く中継電話の利用時に、事業者選択が存在すること 

② ＮＴＴ加入電話における中継電話と、直収電話、ＣＡＴＶ電話及び０ＡＢＪ－Ｉ

Ｐ電話における通話との間に、競争関係が存在すること 

③ ０５０－ＩＰ電話の利用時に、事業者選択が存在すること 

を踏まえ、「中継電話」と「０５０－ＩＰ電話」をそれぞれ部分市場として画定した。 

また、ソフトフォンは、時期尚早でデータ収集が困難なことから、市場画定の対象外

とした。 

 

図表Ⅲ―１  固定電話領域のサービス市場の画定 

 

別々の
部分市場

市場画定は見送り
（入手可能データの

範囲内で分析）

固定電話市場の範囲＝ ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪ－ＩＰ電話
《東日本／西日本 １０地域》

【【固定電話領域固定電話領域】】

加

入

国際

県外

県内

市外

市内

ＮＴＴ加入電話ＮＴＴ加入電話ＮＴＴ加入電話 直収
電話

直収直収
電話電話

０ＡＢＪ
ＩＰ

０ＡＢＪ０ＡＢＪ
ＩＰＩＰ

ＣＡＴＶ
電話

ＣＡＴＶＣＡＴＶ
電話電話

通

話

ソフトフォン

公
衆
電
話

中継電話中継電話
《《東日本／西日本東日本／西日本》》

０５０－ＩＰ０５０－ＩＰ《《全国全国》》
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Ⅲ－２ 固定電話領域の地理的市場の画定 

 

 ２００５年度の固定電話領域における地理的市場の画定は、図表Ⅲ―２のとおりとし

た。 

 まず、ＮＴＴ東西と直収電話等を提供する競争事業者との競争状況を勘案し、東日

本・西日本の２地域を地理的市場とした。また、０ＡＢＪ－ＩＰ電話については、ＦＴ

ＴＨと密接な関わりがあり、ＮＴＴ東西と電力系事業者の競争状況が主な関心事項とな

るため、電力系事業者の業務区域に応じ、全国１０の地域ブロックに分けた地理的市場

についても併せて分析することとした。 

なお、中継電話及び０５０－ＩＰ電話の各部分市場については、事業者間の競争状況

等を勘案し、中継電話は東日本・西日本の別、０５０－ＩＰ電話は全国を、それぞれ地

理的市場として画定した。 

 

図表Ⅲ―２  固定電話領域の地理的市場の画定 

 

 

 

 

０ＡＢＪ－ＩＰ電話を踏まえ、
以下も考慮。

０ＡＢＪ－ＩＰ電話を踏まえ、０ＡＢＪ－ＩＰ電話を踏まえ、

以下も考慮。以下も考慮。

東日本／西日本東日本／西日本東日本／西日本

固定電話市場固定電話市場固定電話市場

電力系事業者１０地域電力系事業者１０地域電力系事業者１０地域
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Ⅳ  移動体通信領域

の市場画定 
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移動体通信領域については、２００４年度の市場画定において、サービス市場及び地

理的市場の画定を行っており、２００６年度の競争評価においても、引き続きこの結果

を用いることとする。 

 

Ⅳ－１ 移動体通信領域のサービス市場の画定 

 

２００４年度の移動体通信領域におけるサービス市場の画定は、図表Ⅳ―１のとおり

とした。 

まず、サービス間の需要の代替性等を勘案し、音声通話とパケット通信を一体的に捉

える19とともに、第２世代携帯電話（２Ｇ）と第３世代携帯電話（３Ｇ）を同一的なサ

ービスと位置づけた。また、携帯電話とＰＨＳについても、需要の代替性等を勘案して

同一的なサービスと位置づけ、携帯電話・ＰＨＳ市場としてサービス市場を画定した。

ただし、ＰＨＳについては携帯電話と異なりデータ通信の需要が特徴的でもあることか

ら、携帯電話とＰＨＳのそれぞれを別の部分市場としても分析することとした。 

一方、公衆無線ＬＡＮについては、揺籃期にあり時期尚早なため、市場画定の対象と

はしなかった。 

なお、市場画定に当たっては、固定電話領域及びインターネット接続領域と同様、計

量経済分析による推計結果を補足的に援用した。 

 

図表Ⅳ―１  移動体通信領域のサービス市場の画定 

 

                                                  
19 ＰＨＳや第３世代携帯電話において、パケット通信専用のカード型端末に対しても一定の需要

が存在しており、この需要の動向によっては、音声通話とパケット通信を分離した上で市場画定

を再検討することが必要となる。 

ＰＨＳＰＨＳ 公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ

携帯電話携帯電話

【【移動体通信領域移動体通信領域】】

パ
ケ
ッ
ト
通
信

音
声
通
話

２
Ｇ

３
Ｇ

・・

別々の部分市場

市場画定は見送り《《２地域２地域》》 《《全国全国》》
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Ⅳ－２ 移動体通信領域の地理的市場の画定 

 

２００４年度の移動体通信領域における地理的市場の画定は、図表Ⅳ―２のとおりと

した。 

携帯電話・ＰＨＳ市場については、携帯電話の加入者数がＰＨＳよりも圧倒的に多い

ことを踏まえ、携帯電話事業者間の競争状況を勘案して、①供給事業者数が異なる場合、

②供給事業者数は同じでも供給事業者が異なる事業体である場合、に応じて地理的市場

を画定することとした。 

その結果、携帯電話事業者の競争状況を踏まえ、２地域（沖縄とそれ以外）を携帯電

話・ＰＨＳ市場（及び部分市場の携帯電話市場）の地理的市場として画定した。なお、

部分市場のＰＨＳ市場については、これまで１０地域に区分していたが、２００６年度

の競争評価においては、事業者の退出状況等を踏まえ、全国を地理的市場とした。 

 

図表Ⅳ－２  移動体通信領域の地理的市場の画定 

 

 

Ⅰ地域 事業者数３

Ⅱ地域

事業者数３

Ⅰ地域 事業者数３

Ⅱ地域

事業者数３

  

音声 ２社（うち１社は新規受付停止）

データ ２社（うち１社は新規受付停止）

音声 ３社（うち１社は新規受付停止）

データ ３社（うち１社は新規受付停止） 

音声 ２社（うち１社は新規停止） 
データ ２社（うち１社は新規停止）

音声 ３社（うち２社は新規受付停止）

データ

音声 ２社（うち１社は新規停止）

データ ２社（うち１社は新規停止）

音声 ２社（うち１社は新規停止）

データ ３社

音声 ２社（うち１社は新規停止）

データ ３社（うち１社は新規停止）

音声 ２社（うち１社は新規停止）

データ ２社（うち１社は新規停止）

音声 ２社（うち１社は新規停止）

データ ２社（うち１社は新規停止）

音声 ２社（うち１社は新規停止） 

データ ２社（うち１社は新規停止） 

３社（うち２社は新規受付停止）

（うち１社は新規停止） 

携帯電話・ＰＨＳ市場／
携帯電話市場

携帯電話・ＰＨＳ市場／携帯電話・ＰＨＳ市場／

携帯電話市場携帯電話市場

ＰＨＳ市場ＰＨＳ市場ＰＨＳ市場

２地域２地域２地域

１０地域
１０地域１０地域

Ⅰ地域 事業者数３

Ⅱ地域

事業者数３

Ⅰ地域 事業者数３

Ⅱ地域

事業者数３

ＰＨＳ市場ＰＨＳ市場ＰＨＳ市場

全国
全国全国

携帯電話・ＰＨＳ市場／
携帯電話市場

携帯電話・ＰＨＳ市場／携帯電話・ＰＨＳ市場／

携帯電話市場携帯電話市場

２地域２地域２地域
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Ⅴ－１ 基本方針に定めた目的の反映 

基本方針「１－２ 競争評価の目的」に定めた次の３つの目的に留意して、市場画定

を進める。 

 

（１）目的１：ＩＰ化・ブロードバンド化・ユビキタス化を背景とした市場の競争状

況の変化を正確に把握する。 

ＩＰ化・ブロードバンド化・ユビキタス化が進むことで、音声/データ/映像、無線

/有線といった従来のサービス上の区分は不明瞭になってきている。例えば、インタ

ーネット接続領域においては、２００５年度の評価結果で確認されたように、その利

用状況は、ＤＵやＩＳＤＮといったナローバンドからブロードバンドへと移行しつつ

あり、さらには、ブロードバンドにおいてもＡＤＳＬからＦＴＴＨへと移行が進みつ

つある。 

このような変化を踏まえた上で競争の状況を正確に把握するには、融合しつつある

サービスの境界を画定して市場の範囲を明確にする必要があり、特に次の点について

競争への影響を勘案するよう努める。 

① 水平的な「代替」・「補完」関係 

例えば、インターネット接続領域におけるＡＤＳＬとＦＴＴＨは、各々類似の

機能と効用があり、これらのサービス間には一定の代替的な関係が成立している

と予測される。市場画定は、このような水平関係にあるサービスが同一市場を形

成しているかを判断する。また、固定電話領域における中継電話（マイライン・

マイラインプラス）と０５０－ＩＰ電話の関係にみられるように、サービス間に

は補完関係も存在し、時に代替関係と併存もする。 

多様性を捨象しながら単純化して進める市場画定なので、サービス間で複雑な代

替・補完関係が働き、他の作用と相乗するなどして競争状況に影響することも考え

られるが、このような関係を市場画定の段階で十分反映できない場合には、競争状

況を分析する段階で適宜勘案する。 

② 垂直的な「補完」関係 

例えば、インターネット接続に当たっては、ＤＵやＡＤＳＬといったインターネ

ット接続回線サービスに加え、ＩＳＰによるインターネット接続サービスが必要と

なり、これらは互いに補完する構造となっている。このように、市場画定では市場

の垂直的な補完関係に関する特徴を十分に考慮する。 

③ 複数市場間の関係 

技術革新の進展に伴いサービス上の区分は不明瞭になってきており、例えばイン

ターネット接続領域、固定電話領域、移動体通信領域等における隣接市場間の関係

や、コンテンツ等レイヤを縦断する垂直統合的なビジネスモデルや合従連衡の動き

など、複数の市場にまたがる相互依存関係を視野に入れることが、今後のサービス

動向も考慮したダイナミックな競争状況の分析には不可欠となる。 
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（２）目的２：競争状況をめぐる認識を共有化することで、政策の透明性や予見性を

高める。 

  競争状況に係る評価手法や事実関係を公表し共有することは、政策立案過程におけ

る社会的な合意形成に役立つ。また、競争評価を繰り返していくことで、分析手法に

関する理解や洗練性も増し、政策の妥当性を議論するための民官学共通のプラットフ

ォーム形成にも貢献する。このため、競争評価の過程である市場画定の段階について

も、意見募集を実施するとともに、関係事業者等の意見等を聴取し議論する機会を設

ける。 

 

（３）目的３：政策の国際的な整合に役立てる。 

  ＥＵ加盟各国では「枠組み指令」20に基づき市場分析を進めており、市場を分析す

る考え方やスタンスは、米国での分析にも共通するところがある。ただし、「枠組み

指令」では１８の市場に細分化しているが、ＥＵ各国ではこれを各国の市場の状況に

応じて組み直して分析しているのが実態である。さらに、欧州委員会ではこの市場の

見直しが現在進められているところでもあり21、日本での市場画定の考え方や方法も、

このような状況をフォローし、可能な限り整合性を図りつつ検討を進める。 

 

 

Ⅴ－２ 市場画定の進め方 

市場画定は「基本方針 第３章」に定めた考え方にしたがって分析を進めるが、今回、

インターネット接続領域及び法人向けネットワークサービス領域の市場画定を見直す

に当たっての留意点を以下に記述する。 

 

（１）市場画定の手順（基本方針３－１） 

以下の３つの手順により市場画定を行う。インターネット接続領域・法人向けネッ

トワークサービス領域においては、２００３年度の市場画定を踏まえつつ、その後の

                                                  
20   EC〔2002〕を参照。この指令は、2002 年 4 月に施行され、事前規制の対象となる重大な

市場支配力（ＳＭＰ：Significant Market Power）を有する事業者の存在を市場毎に検証する
こととし、「市場分析（Market Analysis）」の実施を各加盟国に義務付けている。市場分析の
結果、特定の市場において SMP が存在していない場合には、関連する規制を見送り、逆に SMP
が存在している場合には、SMP 事業者に対する規制を維持・導入するよう義務付けている。 

21   ＥＵにおける市場画定の見直しについては、2006 年 6 月から１１月まで意見募集を行った

ところ。現行の１８の関連市場から卸売市場を中心とした１２市場への見直しを提案している。

また、ドイツ規制当局による光ファイバ市場に対する見直し方針（新市場として規制を差し控え）

については、欧州委員会が深刻な懸念を表明し、法制化される場合には、ドイツに対し違反手続

の提訴を行う予定とされている。 

  日本における競争評価においては、以上のようなＥＵにおける動向を踏まえ、市場画定や戦略

的評価の参考とした。なお、市場画定の考え方や手法についての整合性を図るものであり、市場

画定の結果が各国共通のものになるとは限らない。 
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大きな環境変化を考慮に入れて分析を進める。 

① 主要なサービスの代替性をデータ解析や経済学的な手法等により分析 

② 分析結果を判断材料として同一サービスの外郭を決定（＝サービス市場の画定） 

③ サービスの供給側に注目する等して地理的な外郭を決定（＝地理的市場の画定） 

 

（２）市場画定の判断基準 ～サービス市場の画定～ 

  サービス市場の画定に当たっては、「基本方針３－３」に示されているように、①

需要の代替性、②供給の代替性、③スイッチングコスト、④事業者間取引及び⑤クラ

スター市場の５つの考慮すべき要素が掲げられている。このうち、特に、需要の代替

性及び供給の代替性を主要な判断基準として、検討を行っていくこととする。 

 

① 需要の代替性（基本方針３－３－１） 

欧米の事例等も踏まえ、ＳＳＮＩＰテストの概念を用いて需要の代替性を検証す

る。ただし、これを厳密に実証分析するには各サービスについて需要の価格弾力性

と価格費用マージンを入手する必要があることが一般的であり、特に後者のデータ

の収集には限界があるため、思考方法（概念ツール）としての利用にとどめる。 

なお、需要の代替性は需要側から収集した各種データの多面的分析により検証す

るが、需要の価格弾力性を推定する計量経済学的手法も存在しており、サービス間

の相対的遠近を把握する一助にもなることから、推定が可能な場合には判断材料の

一つとして分析に利用する。 

 

② 供給の代替性（基本方針３－３－２） 

供給の代替性を正しく把握するには、設備転用の可能性、供給設備の切替え費用

等のサンク・コスト（埋没費用）、当該切替えによって失われる逸失利益等を計算

することが望ましいが、その作業は膨大なものとなり現実的ではない。また、物理

的な能力のみならず、供給者の意欲をも含めて客観的に定量評価することは極めて

難しい。 

一般に、供給の代替性については、短期の反応は市場画定に反映し、中長期の反

応は参入に係る要素として競争状況の分析に反映する。しかし、競争評価では、競

争圧力の潜在的な存在は、供給を代替する能力と意欲を有する競争事業者の存在と

して競争状況を分析する段階で勘案することとし、市場画定の段階では供給の代替

性を考慮することが明らかに適当な場合を除いては特に注目しない。 

 

（３） 市場画定の判断基準 ～地理的市場の画定～（基本方針３－４） 

地理的市場の画定に当たっては、「基本方針３－４」にその考え方を示しているが、

競争状況の地域性の評価を行うために、①競争事業者の構成、②データの入手可能性

の２点を考慮する必要がある。 

① 競争事業者の構成 
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例えばインターネット接続領域のＦＴＴＨにおいては、ＮＴＴ東西が全国的にサ

ービスを提供する一方で、電力系事業者は地域によって参入している地域とそうで

ない地域が存在し、地域によって代替的な選択肢の数や競争状況に差異が生じてい

る。 

通信サービスは、加入者回線設備等による地理的な被拘束性を有しており、ある

地域の競争状況を判断するには、その地域でサービス提供する競争事業者の数のみ

ならず、事業者の違いにも着目することが重要である。したがって、地理的市場の

画定にあたっては、競争事業者の構成を踏まえ、影響力の強い事業者の存在を念頭

に置いて、競争状況の分析に有効な市場のエリアを設定することが必要である。 

② データの入手可能性 

実際の市場は、複数の事業者のサービス提供地域が複雑に重なり合っている。地

理的に細かく画定しようとするほど、必要なデータが増大する。このため、地理的

市場の画定は、分析で明らかにしたい事項との関係で必要 低限にとどめることと

し、データの入手可能性と照らし合わせながら、地理的市場の単位を考慮する必要

がある。電気通信事業報告規則等に基づく地域別データの多くは、都道府県単位で

の情報収集が大半となっており、これを考慮しながら地理的市場の画定を検討する。 

 

Ⅴ－３ 情報収集の概要 

 

前出の市場画定の判断基準に基づき検討するために、下記のとおり需要側及び供給

側からの情報収集を行った。 

 

（１）需要者（利用者）からの情報収集 

  需要者からの情報収集としては、利用者に対するアンケート調査を主に用いた。市

場画定においては、主に需要の代替性を判断するための基礎資料としており、その概

要は次のとおりである。 

  ① ブロードバンドＷＥＢ調査 

   →主にインターネット接続領域の市場画定に利用 

   ・アンケートの実施方法 

    ：アンケート調査会社が行うインターネット上のアンケート調査 

   ・サンプル数（＝有効回答者数） 

    ：約３，０００名 

     （ナローバンド約２００名、ブロードバンド約２８００名） 

   ・サンプルの抽出方法 

    ： アンケート調査会社が把握しているサンプルの中から、インターネットを

利用しているサンプルを抽出。 

      インターネットを利用しているサンプルのうち、ブロードバンド接続を利



 

 54

用しているものについては、人口規模に応じた都市区分に着目し、我が国全

体の人口分布における構成比に応じて抽出したものとする。 

   ・アンケート内容 

    ：インターネット接続、公衆無線ＬＡＮ、固定電話・ＩＰ電話、携帯電話・Ｐ

ＨＳの利用状況など。 

  ② ブロードバンド／モバイル時代の企業ネットワーク実態調査 

   →主に法人向けネットワークサービス領域の市場画定に利用 

   ・アンケートの実施方法 

    ：郵送によるアンケート調査。対象企業にアンケート票を郵送。対象企業から

郵送とＷＥＢで回答受付。 

   ・サンプル数 

    ：３，８３６社（うち、回答企業数（回収率）：１，３１１社（３４．２％）） 

   ・サンプルの抽出方法 

    ：日本国内の上場企業及び有力な非上場企業のうち無作為の抽出した３，８３

６社に送付。 

   ・アンケート内容 

    ：社内ネットワークに利用する通信サービスと固定電話及び携帯電話・ＰＨＳ

の利用状況について、現状と今後の方向性など全７４問。 

 

（２）供給者（事業者）からの情報収集 

  供給者からの情報収集としては、市場画定においては補完的な役割であるものの、

電気通信事業報告規則に基づく電気通信事業者からの報告に加え、競争評価の実施に

おいて必要な情報収集を事業者に対して行った。 
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（別添１） 

 
 

 

 

１ 目 的 

  ＩＰ化やブロードバンド化による変化が著しい電気通信市場の現状を踏まえ、その

状況を的確に把握し、政策立案に資するため、総務省では、２００３年度から「電気

通信事業分野における競争状況の評価」（以下「競争評価」という。）を実施している。 

  ２００６年１０月に総務省は、競争評価の中期計画である「電気通信事業分野にお

ける競争状況の評価に関する基本方針２００６～２００８」を決定したが、これを踏

まえ、外部有識者によって構成される「競争評価アドバイザリーボード」を開催し、

競争評価の重要事項について助言を得ることによって、評価結果に関する専門性・客

観性・中立性の確保を図るものとする。 

 

２ 検討内容 

 （１）「実施細目」について 

 （２）「市場画定」について 

 （３）「評価結果」について 

 （４）その他競争評価の重要事項について 

 

３ 構成員（敬称略） 

縣  公一郎 早稲田大学政治経済学術院教授 

依田  高典 京都大学大学院経済学研究科助教授 

大橋   弘 東京大学大学院経済学研究科助教授 

岡田  羊祐 一橋大学大学院経済学研究科教授 

川濱   昇 京都大学大学院法学研究科教授 

辻   正次 兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授 （座長） 

野原 佐和子 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長 

林   秀弥 名古屋大学大学院法学研究科助教授 

舟田  正之 立教大学法学部教授 （座長代理） 

和久井 理子 大阪市立大学大学院法学研究科助教授 

 

４ 開催期間 

  平成１８年１１月から開催する。 

競争評価アドバイザリーボード 
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（参 考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は、http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/advisory_board/index.html を参照。 

「競争評価アドバイザリーボード」（第３回） 

 

日 時 平成１９年３月２９日(木) １０：００～１２：３０ 

場 所 総務省地下２階第１・第２・第３会議室 

参加者 産官学含め、約６０名 

 

議 事 次 第 

 １ 開 会 

 ２ 議 事 

 （１）市場画定２００６（案）に関する意見募集結果の概要 

 （２）市場画定２００６（案）に関する補足意見 

 （３）フリーディスカッション 

 ３ 閉 会  

 

配 付 資 料 

資料１   競争評価アドバイザリーボード 第２回 議事要旨 （案） 

資料２   電気通信事業分野における市場画定２００６（案）（概要） 

資料３   高速インターネット接続サービスの需要代替性： 

      成熟期に向かうブロードバンドの計量経済分析（依田構成員提出資料） 

資料４   「電気通信事業分野における市場画定２００６（案）」に対する意見募集結果

の概要 

資料５   「電気通信事業分野における市場画定２００６（案）」に対する意見募集結果

資料６   「電気通信事業分野における市場画定２００６（案）」に対する補足意見 

  ６－１ （ＫＤＤＩ株式会社提出資料） 

  ６－２ （西日本電信電話株式会社提出資料） 

  ６－３ （株式会社ケイ・オプティコム提出資料） 

  ６－４ （ソフトバンクテレコム株式会社提出資料） 

  ６－５ （イー・アクセス株式会社提出資料） 

  ６－６ （ニフティ株式会社提出資料） 

資料７   ２００６年度の競争評価の進め方について 

参考資料  電気通信事業分野における市場画定２００６（案） 
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（別添２） 
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（別添３） 

需要者からの収集データ一覧 

【質問内容と回答データ】 

 

【基礎データ】 

●ブロードバンドＷＥＢ調査 

 現在利用しているサービス（単一回答） 

 

ｎ %
ＤＵ 86 2.8%
ＩＳＤＮ 126 4.1%
ＡＤＳＬ 1,507 49.2%
ＣＡＴＶ 419 13.7%
ＦＴＴＨ 925 30.2%

合計 3,063 100.0%  

●ブロードバンド／モバイル時代の企業ネットワーク実態調査 

 現在利用している主力サービス（各単一回答） 

幹線系 ｎ %
ＩＰ－ＶＰＮ 398 30.4%
広域イーサネット 334 25.5%
インターネットＶＰＮ 259 19.8%
東西ＮＴＴのメガデータネッツ等 108 8.2%
専用サービス 74 5.6%
フレームリレー 21 1.6%
その他/無回答 117 8.9%

合計 1,311 100.0%  

 

支線系 ｎ %
ＩＰ－ＶＰＮ 152 22.4%
広域イーサネット 74 10.9%
インターネットＶＰＮ 229 33.8%
東西ＮＴＴのメガデータネッツ等 88 13.0%
専用サービス 46 6.8%
フレームリレー 9 1.3%
その他/無回答 80 11.8%

合計 678 100.0%  

【図表Ⅰ－６ 各サービスに求める機能（複数選択）      ●ブロードバンドＷＥＢ調査

メール
サービス

Webブラウジン
グ（ホームペー
ジの閲覧など）

オンライン
ショッピングや
ネット・オーク

ション

ネットバンキン
グや株式等金
融商品のオン

ライン取引

050番号のIP
電話サービス

0AB～J番号
のIP電話
サービス

無料の音楽
配信サービス

無料の映像
配信サービス

有料の映像
配信サービス

DU 94.2% 70.9% 37.2% 32.6% 0.0% 0.0% 5.8% 17.4% 5.8%
ISDN 99.2% 83.3% 64.3% 49.2% 0.0% 0.0% 12.7% 27.0% 8.7%
ADSL 97.2% 82.5% 66.4% 58.4% 42.2% 0.0% 20.4% 59.1% 21.4%
CATV 97.1% 82.1% 59.9% 45.8% 7.6% 0.0% 14.3% 48.7% 17.2%
FTTH 97.9% 84.0% 69.4% 60.6% 18.5% 39.5% 22.7% 60.4% 23.6%
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【図表Ⅰ－７ 各サービスの主な選択理由（３つ選択）     ●ブロードバンドＷＥＢ調査

 

常時接続が可能
だから

通信速度が優れ
ているから

映像配信（ＶＯＤ
等）が利用でき

るから

CATVを視聴し
たかったから

IP電話が充実し
ているから

利用料金が安い
から

工事や手続等、
導入が

容易だから

DU 8.1% 1.2% 81.4% 77.9%
ISDN 77.0% 18.3% 3.2% 70.6% 51.6%
ADSL 86.7% 58.2% 3.9% 12.4% 78.1% 28.2%
CATV 71.1% 42.5% 3.3% 48.7% 3.8% 48.9% 25.5%
FTTH 63.1% 86.3% 13.0% 0.0% 13.7% 44.4% 19.1%  

【図表Ⅰ－８ 選択時における他のサービスとの比較検討    ●ブロードバンドＷＥＢ調査

 

DU ISDN ADSL CATV FTTH
DU 60.5% 81.6% 57.9% 76.3% 44.2% 55.8%
ISDN 49.3% 76.1% 59.2% 77.5% 56.3% 43.7%
ADSL 46.1% 42.7% 0.0% 60.9% 82.3% 53.9% 46.1%
CATV 49.5% 43.9% 72.6% 0.0% 74.1% 50.6% 49.4%
FTTH 39.4% 38.0% 78.4% 61.2% 0.0% 57.2% 42.8%

比較検討
した

比較検討
していない

【図表Ⅰ－９ 各サービスを変更する場合の希望サービス（単一回答） 

●ブロードバンドＷＥＢ調査

ADSL
FTTH

（光ファイバー）
CATV

（ケーブルテレビ）
その他

変更する予定は
ない

DU 19.8% 31.4% 4.7% 2.3% 41.9%
ISDN 18.3% 50.0% 3.2% 2.4% 26.2%
ADSL 0.0% 40.8% 2.2% 0.4% 56.6%
CATV 1.0% 24.1% 0.0% 0.5% 74.5%
FTTH 2.1% 0.0% 1.3% 0.4% 96.2%  

【図表Ⅰ－１３ サービス選択理由（第 1 位として選択）    ●ブロードバンドＷＥＢ調査

 

常時接続
が可能だ

から

利用料金
が安いか

ら

通信速度
が優れて
いるから

映像配信
（ビデオ・
オン・デ

マンド等）
が利用で
きるから

CATVを
視聴した
かった

（既に視
聴してい
た）から

IP電話が
充実して
いるから

住居等の
条件（光
ファイ

バー、ＣＡ
ＴＶ等が
既設な
ど）から

広告・宣
伝を見
た、また

は事業者
の勧誘、
知人等か
らのすす
めがあっ
たから

工事や手
続等、導
入が容易

だから

その他

戸建 15.2% 6.7% 63.2% 1.4% 0.0% 1.9% 2.1% 6.4% 1.2% 1.9%
集合 19.6% 10.7% 43.8% 0.8% 0.0% 1.0% 22.4% 1.2% 0.4% 0.2%  

【図表Ⅱ－４ 法人向け主力サービスの利用率の推移（各単一回答） 

● 企業ネットワーク実態調査

 

幹線系 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
ＩＰ－ＶＰＮサービス 33.8% 36.3% 32.7% 30.4%
広域イーサネットサービス 12.5% 13.9% 22.9% 25.5%
インターネットＶＰＮ 9.6% 12.1% 17.2% 19.8%
専用サービス 19.4% 15.6% 8.3% 5.6%
フレーム・リレー 16.3% 7.2% 2.9% 1.6%
東西ＮＴＴのメガデータネッツ等 2.6% 6.9% 7.1% 8.2%
その他（不明・無回答を含む） 5.9% 8.0% 9.0% 8.9%
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支線系 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
ＩＰ－ＶＰＮ 22.3% 31.4% 26.5% 22.4%
広域イーサネット 4.0% 8.6% 8.1% 10.9%
インターネットＶＰＮ 19.4% 18.9% 30.0% 33.8%
専用サービス 17.3% 9.6% 8.3% 6.8%
フレームリレー／セルリレー 10.4% 7.6% 2.5% 1.3%
東西ＮＴＴのメガデータネッツ等 5.9% 9.1% 12.2% 13.0%
その他 20.7% 14.7% 12.4% 11.8%

【図表Ⅱ－６ 今後採用する可能性が も高いサービス（各単一回答※） 

● 企業ネットワーク実態調査

 

ＩＰ－ＶＰＮ 広域イーサネット インターネットＶＰＮ
ＩＰ－ＶＰＮ 103 20% 27% 19%
広域イーサネット 69 6% 41% 23%
インターネットＶＰＮ 24 13% 8% 21%

現在の主力
サービス

採用する可能性が高いサービス
幹線系 ｎ

ＩＰ－ＶＰＮ 広域イーサネット インターネットＶＰＮ
ＩＰ－ＶＰＮ 31 13% 19% 32%
広域イーサネット 16 6% 44% 19%
インターネットＶＰＮ 33 9% 6% 30%

支線系
採用する可能性が高いサービス

現在の主力
サービス

ｎ

※現在の主力サービスの見直しを予定又は検討中の回答者が対象。 

 

 

 


